
備 考

4 200 － 800 学士
（教育学）

教育学・保育
学関係

農学関係 令和6年4月
第1年次

同上

計
1,340

(1,320)
3年次
85

5,680
(5,660)

　生物資源学科
（Department of
Bioresources）

4 260 3年次
10

1,060 学士
（生物資源学）

学士
（工学）

工学関係 令和元年4月
第1年次

同上

生物資源学部
（Faculty of
Bioresources）

三重県津市栗真
町屋町1577

医学部医学科の今
回の20名の入学定
員の増員は、令和
8年度のみの臨時
定員増である。
また、医学部医学
科の令和7年度に
おける収容定員は
750人である。

　医学科
（School of Medicine）

6 125
（105）

－ 650
（630）

学士
（医学）

医学関係

昭和58年4月
第1年次

同上

　法律経済学科
（Department of Law and
Economics）

4 153 3年次
20

652 学士
（法律経済）

法学関係
経済学関係

昭和58年4月
第1年次

同上

人文学部
（Faculty of
Humanities, Law and
Economics）

三重県津市栗真
町屋町1577

　文化学科
（Department of
Humanities）

4 92 3年次
10

388 学士
（人文科学）

文学関係

平成9年4月
第1年次

同上

工学部
（Faculty of
Engineering）

　本学は広く教養を与え、専門の学芸を教授研究し、科学及び技術の発展に努め、真理と正
義を愛する人格を形成するとともに、人類の普遍的かつ地域の諸特性に応じた福祉と文化の
進展に貢献することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的
　三重県下において、へき地の医療機関や小児科・産婦人科・脳神経外科・麻酔科・救急科
などの診療科における医師不足が深刻な状況にあるため、引き続き、医学部の入学定員増を
図り、県民に対する良質で効率的な医療に貢献する。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

令和8年4月
第1年次

同上

　看護学科
（School of Nursing）

4 80 3年次
10

340 学士
（看護学）

保健衛生学
関係

平成9年4月
第1年次

医学部
（Faculty of Medicine）

三重県津市江戸
橋2丁目174

三重県津市栗真
町屋町1577

　総合工学科
（Department of
Engineering）

4 430 3年次
35

1,790

同上

教育学部
（Faculty of
Education）

三重県津市栗真
町屋町1577

　学校教育教員養成課程

（Training Course for
School Teacher）

フ リ ガ ナ ミエダイガク

大 学 の 名 称 三重大学

大 学 本 部 の 位 置 三重県津市栗真町屋町1577

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ コクリツダイガクホウジン　ミエダイガク

設 置 者 国立大学法人　三重大学

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

年 人 年次
人

人 年　月
第　年次

大 学 の 目 的

（人）

入学
定員

収容
定員

令和７年度 125 750

令和８年度 125 750

令和９年度 105 730

令和10年度 105 710

令和11年度 105 690

令和12年度 105 670

令和13年度 105 650

令和14年度 105 630

―　基本計画書　1　―



新
設
分

（6） （2） （0） （26）
計（ａ～ｄ）

18 6 2 0 26

（18）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0）

0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
18 6 2 0 26

（18） （6） （2） （0）

（0） （0） （0）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

26 大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　11人（18） （6） （2） （0） （26）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

18 6 2 0

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0

（26）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0

0 30

（18） （6） （2） （0） （26） （0） （30）

（14） （6） （0） （39）

法律経済学科
18 6 2 0 26

計（ａ～ｄ）
19 14 6 0 39

（19）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0）

0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
19 14 6 0 39

（19） （14） （6） （0）

（0） （0） （0）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

39 大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　8人（19） （14） （6） （0） （39）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

19 14 6 0

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0

（39）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0

0 51

（19） （14） （6） （0） （39） （0） （51）

（5） （2） （10） （28）

人文学部　文化学科
19 14 6 0 39

計（ａ～ｄ）
11 5 2 10 28

（11）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0）

0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
11 5 2 10 28

（11） （5） （2） （10）

（0） （0） （0）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

28 大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　9人（11） （5） （2） （10） （28）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

11 5 2 10

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0

（28）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

0 26

（11） （5） （2） （10） （28） （0） （26）

（20） （74） （152）

看護学科
11 5 2 10 28

（74） （152）

0 0 0 0

（0） （0）

計（ａ～ｄ）
42 16 20 74 152

（42） （16）

（0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

74 152

人 人 人

（42） （16） （20） （74） （152） （0）

20 74 152

（42） （16） （20） （74） （152）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　113人（42） （16） （20）

医学部　医学科

人 人 人 人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
42 16

－単位

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

42 16 20 74 152 0 214

（214）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

42 16 20

実験・実習 計

－ －科目 －科目 －科目 －科目

同一設置者内における変
更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

該当なし

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

―　基本計画書　2　―



新
設
分

0 552

（215） （136） （35） （123） （509） （0） （552）
合　　　　計

215 136 35 123 509

（） （） （） （） （） （） （）

（） （） （）

計

（）

計（ａ～ｄ）
（） （）

（）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く） （） （） （）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く） （） （） （） （）

（） （） （） （） （） （）

（） （） （） （） （）

（） （） （） （） （）

（） （） （） （） （）

（）

　
既
設
分

該当なし

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）

0 552

（215） （136） （35） （123） （509） （0） （552）

（）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

（39） （0） （17） （97）

計
215 136 35 123 509

（0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）
41 39 0 17 97

（41）

0 0

（0） （0）

（97）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
41 39 0 17 97

（41） （39） （0） （17）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

97 大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　15人（41） （39） （0） （17） （97）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

41 39 0 17

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0

0 52

（41） （39） （0） （17） （97） （0） （52）

（37） （3） （20） （105）

生物資源学部　生物資源学科
41 39 0 17 97

計（ａ～ｄ）
45 37 3 20 105

（45）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0）

0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
45 37 3 20 105

（45） （37） （3） （20）

（0） （0） （0）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

105 大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　19人（45） （37） （3） （20） （105）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

45 37 3 20

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0

（105）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0

0 49

（45） （37） （3） （20） （105） （0） （49）

（19） （2） （2） （62）

工学部　総合工学科
45 37 3 20 105

計（ａ～ｄ）
39 19 2 2 62

（39）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0）

0

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
39 19 2 2 62

（39） （19） （2） （2）

（0） （0） （0）

0

（0） （0） （0） （0） （0）

62 大学設置基準別表第一イに
定める基幹教員数の四分の
三の数　9人（39） （19） （2） （2） （62）

0

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

39 19 2 2

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0 0 0

（62）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0

0 130

（39） （19） （2） （2） （62） （0） （130）
教育学部　学校教育教員養成課程

39 19 2 2 62

―　基本計画書　3　―



第６年次

千円 千円 千円 千円 千円 千円

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

経費
の見
積り

学生納付金以外の維持方法の概要

共同研究費等

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

国費による

教員１人当り研究費等

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

設 備 購 入 費

図 書 購 入 費

919,148〔227,247〕 3,553〔142〕 24,659〔11,578〕  5,836〔5,832〕 32,939

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

大学全体
 57,020 ㎡  4,084 ㎡ 36,906 ㎡

57

（919,148〔227,247〕） （3,553〔142〕） （24,659〔11,578〕） （ 5,836〔5,832〕） (32,939) （57）
計

919,148〔227,247〕 3,553〔142〕 24,659〔11,578〕  5,836〔5,832〕 32,939

標本

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 630室 教 員 研 究 室 509室

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具

57

（919,148〔227,247〕） （3,553〔142〕） （24,659〔11,578〕） （ 5,836〔5,832〕） ( 32,939 ) （57）

種 〔うち外国書〕 点 点

大学全体

179,444 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 179,444 ㎡

（179,444 ㎡） （　　  　0 ㎡） （　　 　0 ㎡） （179,444 ㎡）

0 ㎡ 528,341 ㎡

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 421,971 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 421,971 ㎡

そ の 他 106,370 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

合 計 528,341 ㎡ 0 ㎡

計
1,204 1,341

（1,204） （1,341） （2,545）

指 導 補 助 者
0 0 0

（0） （0） （0）

2,545

図 書 館 職 員
7 0 7

（7） （0） （7）

（507） （788）

技 術 職 員
913 742 1,655

（913） （742） （1,655）

106,370 ㎡

職　　　種 専　　属 その他 計

事 務 職 員

人 人 人

（281）

そ の 他 の 職 員
3 92 95

（3） （92） （95）

281 507 788

―　基本計画書　4　―



令和7年度入学定
員増(30名)、編入
学定員増(5名）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 三重大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

同上　教職実践高度化専攻 2 25 ― 50
教職修士

（専門職）
1.02 令和3年度

― ― 三重県津市栗真町屋町1577

（専門職学位課程）

教育学研究科 ― ― ― ― ―

平成4年度 同上

1.00 平成4年度 同上

　社会科学専攻 2 7 ― 14
修士

（社会科学）
0.71

　地域文化論専攻 2 8 ― 16
修士

（人文科学）

三重県津市栗真町屋町1577

（修士課程）

― ―
学士

（生物資源学）

同上

　生物圏生命化学科 4 ― ― ―
学士

（生物資源学）
― 平成29年度 同上

同上

人文社会科学研究科 ― ― ― ― ― ― ―

【大学院】

※令和6年度学生
募集停止（資源循
環学科、共生環境
学科、生物圏生命
化学科、海洋生物
資源学科）

　共生環境学科 4 ― ― ―
学士

（生物資源学）
― 平成12年度

令和6年度 同上

　資源循環学科 4 ― ― ―
学士

（生物資源学）
― 平成12年度

― 平成29年度 同上

　生物資源学科 4 260
3年次
10

520
学士

（生物資源学）
1.04

≪1.04≫

　海洋生物資源学科 4 ―

生物資源学部 ― 260
3年次
10

1,060 ―

同上

同上

　情報工学科 4 ― ― ―
学士

（工学）
―

　建築学科 4 ― ― ―
学士

（工学）

1.04
≪1.04≫

昭和62年度 三重県津市栗真町屋町1577

同上

　分子素材工学科 4 ― ― ―
学士

（工学）
― 平成2年度 同上

同上 ※令和元年度学生
募集停止（機械工
学科、電気電子工
学科、分子素材工
学科、建築学科、
情報工学科、物理
工学科）

　電気電子工学科 4 ― ― ―
学士

（工学）
― 平成3年度

平成元年度 同上

　物理工学科 4 ― ― ―
学士

（工学）
― 平成9年度

― 昭和55年度

令和元年度 同上

　機械工学科 4 ― ― ―
学士

（工学）
― 平成3年度

1.08
≪1.02≫

昭和44年度 三重県津市栗真町屋町1577

　総合工学科 4 430
3年次
35

1,695
学士

（工学）
1.08

≪1.02≫

工学部 ― 430
3年次
35

1,695 ―

同上

令和7年度 同上

　看護学科 4 80
3年次
10

340
学士

（看護学）
0.95 平成9年度

昭和47年度 三重県津市江戸橋2丁目174

　医学科 6 125 ― 750
学士

（医学）
1.01

≪1.00≫

医学部 ― 205
3年次
10

1,090 ―

平成9年度 同上

1.03
≪1.01≫

昭和41年度 三重県津市栗真町屋町1577

　学校教育教員養成
　課程

4 200 ― 800
学士

（教育学）
1.03

≪1.01≫

教育学部 ― 200 ― 800 ―

同上

人 年次
人

人

昭和58年度 同上

　法律経済学科 4 153
3年次
20

652
学士

（法律経済）
1.03

≪1.00≫
昭和58年度

1.05
≪1.02≫

昭和58年度 三重県津市栗真町屋町1577

　文化学科 4 92
3年次
10

388
学士

（人文科学）
1.08

≪1.05≫

人文学部 ― 245
3年次
30

1,040 ―

編入学
定　員

収容
定員

倍

【学部】

学位又
は称号

収容定員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年

―　基本計画書　5　―



※令和7年度入学
定員減（△10）

既
設
大
学
等
の
状
況

1.94 平成21年度 同上　地域イノベーション学専攻 3 6 ― 18
博士

（学術）

1.27 平成21年度 同上

（博士後期課程）

三重県津市栗真町屋町1577

（博士前期課程）

　地域イノベーション学専攻 2 15 ― 30
修士

（学術）

同上

地域イノベーション学研究科 ― ― ― ― ― ― ―

平成18年度 同上

　生物圏生命科学専攻 3 4 ― 12
博士

（学術）
1.42 平成18年度

1.75 平成18年度 同上

　共生環境学専攻 3 4 ― 12
博士

（学術）
1.58

　資源循環学専攻 3 4 ― 12
博士

（学術）

1.72 平成16年度 同上

（博士後期課程）

　生物圏生命科学専攻 2 39 ― 78
修士

（生物資源学）

同上

　共生環境学専攻 2 26 ― 52
修士

（生物資源学）
1.06 平成16年度 同上

　資源循環学専攻 2 23 ― 46
修士

（生物資源学）
0.93 平成16年度

― ― 三重県津市栗真町屋町1577

（博士前期課程）

生物資源学研究科 ― ― ― ― ―

平成7年度 同上

1.28 平成7年度 同上

　システム工学専攻 3 10 ― 30
博士

（工学）
0.90

　材料科学専攻 3 6 ― 18
博士

（工学）

同上

（博士後期課程）

同上 ※令和5年度学生
募集停止（機械工
学専攻、建築学専
攻）　建築学専攻 2 ― ― ―

修士
（工学）

― 平成7年度

令和5年度 同上

　機械工学専攻 2 ― ― ―
修士

（工学）
― 平成7年度

1.13 令和5年度 同上

　情報工学専攻 2 30 ― 60
修士

（工学）
1.08

　建築学専攻 2 20 ― 40
修士

（工学）

同上

　応用化学専攻 2 56 ― 112
修士

（工学）
1.16 令和5年度 同上

令和5年度 同上

　電子情報工学専攻 2 10 ― 10
修士

（工学）
1.40 令和7年度

1.15 令和5年度 同上

　電気電子工学専攻 2 45 ― 100
修士

（工学）
1.03

　機械工学専攻 2 55 ― 110
修士

（工学）

三重県津市栗真町屋町1577

（博士前期課程）

工学研究科 ― ― ― ― ― ― ―

1.44 平成28年度 同上　看護学専攻 3 3 ― 9
博士

（看護学）

同上

（博士後期課程）

　生命医科学専攻 4 45 ― 180
博士

（医学）
0.95 平成15年度

0.91 平成14年度 同上

（博士課程）

　看護学専攻 2 11 ― 22
修士

（看護学）

同上

（博士前期課程）

　医科学専攻 2 12 ― 24
修士

（医科学）
0.58 平成13年度

― ― 三重県津市江戸橋2丁目174

（修士課程）

医学系研究科 ― ― ― ― ―

―　基本計画書　6　―



４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

 名　　称：医学部附属病院
 目　　的：患者の診療を通じ、医学の教育・研究を行う。
 所 在 地：三重県津市江戸橋2丁目174
 設置年月：昭和48年10月国立移管
 規 模 等：土地　67,346㎡　　建物　68,247㎡

 名　　称：生物資源学研究科附属練習船勢水丸
 目　　的：海洋科学に関する実験、実習及び研究調査等を行う。
 所 在 地：三重県松阪市大口町字築地1819-18　（実習船基地）
 設置年月：昭和55年7月竣工（現船：平成21年1月竣工）
 規 模 等：総トン数　318t

 名　　称：生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
           附帯施設農場、附帯施設演習林、附帯施設水産実験所
 目　　的：循環型社会の実現、自然との共生、自然環境の保全、多様な生物資源の持続的
           利用に関する教育・研究を行う。
 所 在 地：附帯施設農場　      三重県津市高野尾町2072-2
　　　　　 附帯施設演習林      三重県津市美杉町川上2735
           附帯施設水産実験所  三重県鳥羽市小浜町641-9
 設置年月：平成14年4月改組・設置
 規 模 等：附帯施設農場　　    土地　  353,179㎡　 建物　8,878㎡
　　　　 　附帯施設演習林　    土地　4,569,562㎡　 建物　1,383㎡
           附帯施設水産実験所　土地　    1,299㎡   建物　  606㎡

附属施設の概要

 名　　称：教育学部附属小学校
 目　　的：児童の心身の発達に応じて、初等普通教育を施す。
 所 在 地：三重県津市観音寺町359
 設置年月：昭和24年5月設置
 規 模 等：土地　90,987㎡（小・中・特・幼　合わせて）　建物　6,283㎡

 名　　称：教育学部附属中学校
 目　　的：生徒の心身の発達に応じて、中等普通教育を施す。
 所 在 地：三重県津市観音寺町471
 設置年月：昭和24年5月設置
 規 模 等：土地　90,987㎡（小・中・特・幼　合わせて）　建物　5,686㎡

 名　　称：教育学部附属特別支援学校
 目　　的：知的障害者に対して小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す。
 所 在 地：三重県津市観音寺町484
 設置年月：昭和24年5月設置
 規 模 等：土地　90,987㎡（小・中・特・幼　合わせて）　建物　3,396㎡

 名　　称：教育学部附属幼稚園
 目　　的：幼児を保育し適当な環境を与えて心身の発達を助長する。
 所 在 地：三重県津市観音寺町523
 設置年月：昭和24年5月設置
 規 模 等：土地　90,987㎡（小・中・特・幼　合わせて）　建物　1,038㎡

―　基本計画書　7　―



変更の事由

令和8年度までを期限と
する臨時定員増による、
入学定員変更（20）

－ 20

1,060

計

－

　看護学専攻(D)

　地域文化論専攻(M)

10

　生物資源学科

464 1,055

工学研究科

　生命医科学専攻(D)(４年制）

1,340

－

260 10

　地域文化論専攻(M)

－

－

三重大学大学院

－

　教職実践高度化専攻(P) 25

地域イノベーション学研究科

三重大学

　情報工学専攻(M)

計

　地域イノベーション学専攻(M)

　地域イノベーション学専攻(D)

　資源循環学専攻(M)

　共生環境学専攻(M)

　生物圏生命科学専攻(M)

　生物資源学科

　共生環境学専攻(D)

　生物圏生命科学専攻(D)

　医科学専攻(M) 24－12

－

30

18

　看護学専攻(M)

50

医学系研究科

168

人文社会科学研究科

教育学研究科

7　社会科学専攻(M) 14

計

35 1,790430

生物資源学部

　総合工学科

1,060

－ 750

　看護学科 10 34080

125　医学科

工学部

388

20 652

教育学部

　学校教育教員養成課程 － 800200

　法律経済学科

464 1,055

編入学
定　員

収容
定員

－

60

－

3年次

入学
定員

収容
定員

三重大学

5,780

　文化学科 92 10

　医科学専攻(M)

7

　学校教育教員養成課程

　医学科

－

10

　看護学科

85

　生物圏生命科学専攻(D)

教育学部

　資源循環学専攻(D)

　社会科学専攻(M)

教育学研究科

計

生物資源学部

システム工学専攻(D)

医学系研究科

　建築学専攻(M)

22

－ 9

180

－

　生命医科学専攻(D)(４年制）

工学研究科

　看護学専攻(D)

　材料科学専攻(D)

　建築学専攻(M)

11

　地域イノベーション学専攻(D)

　共生環境学専攻(M)

　生物圏生命科学専攻(M)

　資源循環学専攻(M)

生物資源学研究科

地域イノベーション学研究科

　地域イノベーション学専攻(M)

10

　共生環境学専攻(D)

800

45

6　材料科学専攻(D)

人文社会科学研究科

45

3

　教職実践高度化専攻(P)

11

工学部

　文化学科

1,340 85

医学部

125

153 153

8

－

16

12

25

　法律経済学科

200

430 35

20

10

23

－

180

52

－ 20

システム工学専攻(D)

　機械工学専攻(M)

　電子情報工学専攻(M)

78

12

46

18

15 －

4 －

－

12

30

－ 12

－

30

52

－

6 －

生物資源学研究科

26 －

4 －　資源循環学専攻(D)

39 －

750

4

46

30

18

652

340

39 78

－

12

23

26 －

4

6 18－

－4 12

15 30

－

令和7年度

 総合工学科

三重大学大学院

3年次

92

－

人文学部

　看護学専攻(M)

人文学部

124

－

50

112

3

－

6

10

112

90

80

医学部

388

260

14

24

編入学
定　員

1,790

令和8年度

－

入学
定員

9

5,780

－

－

56 －

－

22

－

－

4020

55 － 110

　電気電子工学専攻(M)

55 110

45 90

－

－

　電気電子工学専攻(M)

　応用化学専攻(M) 56

－

10

　機械工学専攻(M)

　電子情報工学専攻(M) 10

国立大学法人三重大学　設置認可等に関わる組織の移行表

30　情報工学専攻(M)

　応用化学専攻(M)

－ 20

→

45

40

60

―　基本計画書　8　―
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▷津駅から
・津駅東⼝バスのりば「4番」から三重交通バスで、「⽩塚駅」（06系統）、「三重
病院」（51系統）、「椋本（むくもと）」（52系統）、「豊が丘」（52系統）、
「サイエンスシティ」（52系統）、「東豊野」（53系統）、「高田高校前」（56

系統）行きで、「三重大学前」下車。（附属病院、医学部、工学部へは「大学病院
前」下車。）

・津駅からタクシーで約10分

▷江戸橋駅（三重大学前）から
徒歩で約15分（近鉄電⾞「特急」は停⾞しません。バス停やタクシー乗り場がない
ため、基本的に徒歩で⼤学へお越しいただくことになります。）

▷中部国際空港（セントレア）から
津エアポートライン（船）で津なぎさまちへ45分
・「津なぎさまち」から三重交通バスで「津駅前」まで約15分
・「津なぎさまち」からタクシーで三重⼤学まで約15分
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国立大学法人三重大学学則（案） 

目次 

第 1章 総則(第 1条・第 1条の 2) 

第 2章 大学の構成(第 2条－第 32条) 

第 3章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日(第 33条－第 38条) 

第 4章 入学，休学，退学，転学，除籍及び賞罰(第 39条－第 58条) 

第 5章 教育課程及び教育職員免許(第 59条－第 71条) 

第 6章 卒業要件及び学位(第 72条・第 73条) 

第 7章 授業料等(第 74条－第 87条) 

第 8章 専攻生(第 88条－第 94条) 

第 9章 科目等履修生(第 95条－第 101条) 

第 10章 特別聴講学生(第 102条－第 104条) 

第 11章 研究生(第 105条－第 112条) 

第 12章 委託生(第 113条－第 115条) 

第 13章 公開講座及び市民開放授業(第 116条・第 116条の 2) 

第 14章 厚生保健(第 117条－第 120条) 

附則 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 本学は，広く教養を与え，専門の学芸を教授研究し，科学及び技術の発展に

努め，真理と正義を愛する人格を形成するとともに，人類の普遍的かつ地域の諸

特性に応じた福祉と文化の進展に貢献することを目的とする。 

第 1条の 2 学部，学科又は課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上

の目的は，各学部において，別に定める。 

第 2章 大学の構成 

(学部，学科，課程及び収容定員) 

第 2条 本学に次の学部及び学科又は課程を置く。 

人文学部 文化学科 

法律経済学科 

教育学部 学校教育教員養成課程 

医学部 医学科 

看護学科 

工学部 総合工学科 

生物資源学部 生物資源学科 

2 前項の各学部に置く学科及び課程の収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科・課程 入学定員 3年次編入学定員 収容定員 

人文学部 文化学科 92 10 388 

法律経済学科 153 20 652 
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教育学部 学校教育教員養成課程 200   800 

医学部 医学科 105   630 

看護学科 80 10 340 

工学部 総合工学科 430 35 1790 

生物資源学部 生物資源学科 260 10 1060 

備考 1 工学部総合工学科において，入学定員 430名のうち，電子情報工学コース

の募集人員を 40名，情報工学コースの募集人員を 95名とする。 

備考 2 工学部総合工学科において，3年次編入学定員 35名のうち，情報工学コー

スの募集人員を 5名とする。 

3 学科及び課程に，教育・研究上の目的を達成するための教員組織として，講座又

は学科目を置く。 

4 講座及び学科目に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学院) 

第 3条 本学に大学院を置く。 

2 大学院に関し必要な事項は，別に定める。 

第 4条 削除 

(機構及び統括本部) 

第 5条 本学に次の機構及び統括本部を置く。 

教育推進・学生支援機構 

研究・社会連携統括本部 

みえの未来図共創機構 

研究基盤推進機構 

国際戦略機構 

2 機構及び統括本部に関し必要な事項は，別に定める。 

(附属図書館) 

第 6条 本学に附属図書館を置く。 

2 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。 

(附属病院) 

第 7条 医学部に附属病院を置く。 

2 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。 

(学内共同教育研究施設) 

第 8条 本学に次の学内共同教育研究施設を置く。 

情報基盤センター 

地球環境センター 

2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(保健管理センター) 

第 9条 本学に保健管理センターを置く。 

2 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。 

(学部附属の教育研究施設) 
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第 10条 本学に次の学部附属の教育研究施設を置く。 

 教育学部  教職支援センター 

2 学部附属の教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(附属学校) 

第 11条 教育学部に次の附属学校を置く。 

附属幼稚園，附属小学校，附属中学校，附属特別支援学校 

2 附属学校に関し必要な事項は，別に定める。 

第 12条 削除 

(事務組織) 

第 13条 本学に事務組織を置く。 

2 事務組織に関し必要な事項は，別に定める。 

(寄附講座等及び連携講座等) 

第 14条 学部，学部に置く学科及び課程並びに研究科，研究科に置く専攻その他本

学に附属又は学部に附属する組織に，寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座

等」という。)並びに産学官連携講座及び産学官連携研究部門(以下「連携講座等」

という。)を設けることができる。 

2 寄附講座等及び連携講座等に関し必要な事項は，別に定める。 

(役員及び職員の種類) 

第 15条 本学の役員及び職員の種類は，次のとおりとする。 

(1) 役員 

学長 

理事 

監事 

(2) 職員 

教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

校長 

園長 

教頭 

主幹教諭 

教諭 

養護教諭 

栄養教諭 

ＵＲＡ職員 

教務職員 

事務職員 
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技術職員 

技能職員 

医療職員 

船員 

(副学長) 

第 16条 本学に副学長を置き，本学の理事又は教授をもって充てる。 

2 前項の規定にかかわらず，学長が特に必要と認める場合は，理事又は教授以外の

者をもって充てることができる。 

(学部長等) 

第 17条 各学部に学部長を置き，当該学部(教育学部にあっては，教育学研究科を含

む。)の教授をもって充てる。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部，工学部及び生物資源学部にあっては，当該学

部を基礎とする研究科の長をもって充てる。 

(副学部長等) 

第 18条 各学部に副学部長を置き，当該学部(教育学部にあっては，教育学研究科を

含む。)の教授をもって充てる。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部，工学部及び生物資源学部にあっては，当該学

部を基礎とする研究科の副研究科長をもって充てる。 

(学科長等) 

第 18条の 2 各学科に学科長を置き，当該学科の教授をもって充てる。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部の各学科にあっては，医学系研究科の教授を，

工学部の学科にあっては，工学研究科の教授を，生物資源学部の学科にあっては，

生物資源学研究科の教授をもって充てる。 

(機構長及び統括本部長) 

第 18条の 3 各機構に機構長を，研究・社会連携統括本部に統括本部長を置き，本

学の理事，副理事，副学長，特命副学長又は学長補佐をもって充てる。 

(図書館長) 

第 19条 附属図書館に館長を置き，本学の理事，副理事，副学長，特命副学長，学

長補佐，教授又は准教授をもって充てる。 

(病院長) 

第 20条 附属病院に病院長を置く。 

(副病院長) 

第 21条 附属病院に副病院長を置く。 

(学内共同教育研究施設の長) 

第 22条 各学内共同教育研究施設に長を置き，本学の理事，副理事，副学長，特命

副学長，学長補佐，教授又は准教授をもって充てる。 

(保健管理センター所長) 

第 23条 保健管理センターに所長を置き，本学の理事，副理事，副学長，特命副学

長，学長補佐，教授又は准教授をもって充てる。 

(学部附属の教育研究施設の長) 
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第 24条 学部附属の教育研究施設に長を置き，当該学部(教育学部にあっては，教育

学研究科を含む。)の教授又は准教授をもって充てる。 

第 25条及び第 26条 削除 

(役員会) 

第 27条 本学に役員会を置く。 

2 役員会に関し必要な事項は，別に定める。 

(学長選考・監察会議) 

第 28条 本学に学長選考・監察会議を置く。 

2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は，別に定める。 

(経営協議会) 

第 29条 本学に経営協議会を置く。 

2 経営協議会に関し必要な事項は，別に定める。 

(教育研究評議会) 

第 30条 本学に教育研究評議会を置く。 

2 教育研究評議会に関し必要な事項は，別に定める。 

(委員会等) 

第 31条 本学に管理運営，教育研究に関する事項を審議する組織として，委員会そ

の他必要な組織(以下「委員会等」という。)を置くことができる。 

(教授会) 

第 32条 各学部に教授会を置く。 

2 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

第 3章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日 

(修業年限) 

第 33条 学部の修業年限は，4年とする。ただし，医学部医学科の修業年限は，6年

とする。 

(在学期間の限度) 

第 34条 在学期間は，修業年限の 2倍の年数を超えることができない。 

2 前項の規定にかかわらず，第 46条第 1項から第 3項までの規定により入学した者

及び第 47条第 1項の規定により入学を許可された者(以下「編入学者等」とい

う。)は，それぞれ第 46条第 5項及び第 47条第 3項の規定により定められた在学

すべき年数の 2倍の年数を超えて在学することはできない。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 35条 学生が，職業を有している等の事情により，第 33条に規定する修業年限を

超えて計画的に教育課程を履修し卒業する旨を申し出たときは，その計画的な履

修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。 

2 長期履修の期間は，入学時から通算して 8年以内とする。 

3 長期履修の在学期間は，入学時から通算して 12年を超えることができない。 

4 長期履修に関し必要な事項は，別に定める。 

(学年) 

第 36条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。 
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(学期) 

第 37条 学年を分けて，次の 2学期とする。 

前期 4月 1日から 9月 30日まで 

後期 10月 1日から翌年 3月 31日まで 

(休業日) 

第 38条 休業日は，次のとおりとする。 

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に定める

休日 

春季休業 4月 1日から 4月 10日まで 

夏季休業 8月 1日から 9月 30日まで 

冬季休業 12月 21日から翌年 1月 10日まで 

2 学長は，必要により前項の休業日を変更し，又は休業日の期間中においても授業，

実験，実習を課することがある。 

3 臨時休業日は，学長がその都度定める。 

第 4章 入学，休学，退学，転学，除籍及び賞罰 

(入学の時期) 

第 39条 学生の入学時期は，学年の始めとする。ただし，学年の途中においても，

学期の区分に従い，学生を入学させることができる。 

(入学資格) 

第 40条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外により，

これに相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれらに準ずる

者で文部科学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科

学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17年文部科学省令第 1号)による高等学

校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学

入学資格検定規程(昭和 26年文部省令第 13号。以下「旧規程」という。)による

大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。) 

(8) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 90条第 2項の規定により大学に入学し

た者であって，本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたも

の 
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(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で，18歳に達したもの 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，特に優れ

た資質を有すると認めるものを，入学させることができる。 

(1) 高等学校に 2年以上在学した者 

(2) 中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校(学校教育法等の一

部を改正する法律(平成 18年法律第 80号)第 1条の規定による改正前の学校教育

法第 1条に規定する盲学校，聾学校又は養護学校を含む。)の高等部に 2年以上

在学した者 

(3) 外国において，学校教育における 9年の課程に引き続く学校教育の課程に 2

年以上在学した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを

含む。)の当該課程に 2年以上在学した者 

(5) 前項第 5号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に

同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において 2年以上在学した者 

(6) 文部科学大臣が指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第 4条に定める試験科目の全部(試験の免除を

受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第 4条に規定する受

検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については，その免除を受けた科目

を除く。)について合格点を得た者を含む。)で，17歳に達したもの 

(入学志願手続) 

第 41条 入学を志願する者は，入学願書に検定料並びに別に指定する書類を添えて

提出しなければならない。 

(入学者の選考) 

第 42条 入学志願者については，選考の上，当該学部教授会の議を経て，学長が合

格者を決定する。 

2 入学者の選考に関しては，別に定める。 

(入学手続) 

第 43条 前条の選考に合格した者は，所定の期日までに，誓約書その他指定の書類

を提出するとともに，入学料を納付しなければならない。 

(入学許可) 

第 44条 学長は，前条の入学手続を終えた者に対し，入学を許可する。 

2 第 86条により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者の入学料に関しては，その

免除願又は徴収猶予願の受理をもって入学手続を終えた者とみなし，入学を許可

する。 

(既納料の返還) 

第 45条 既納の検定料及び入学料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，第 41条の規定に基づいて検定料を納付した者のうち，

2段階選抜における第 1段階選抜で不合格となった者及び個別学力検査の出願受付
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後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明

した者に対しては，検定料のうち別表第 1に定める額を返還する。ただし，第 1段

階選抜において，出願書類のほかに学力検査等を実施する場合を除く。 

3 学校推薦型選抜，総合型選抜，帰国生徒の特別選抜，社会人の特別選抜及び第 2

次募集の各選抜において，2段階選抜を行った場合は，前項の規定を準用する。 

4 前 2項に規定するもののほか，大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない

事情があると学長が特に認めた場合は，既納の検定料相当額を返還することがで

きる。 

5 第 1項の規定にかかわらず，学長が特に必要と認めた場合は，既納の入学料相当

額を返還する。 

(3年次編入学) 

第 46条 人文学部，工学部及び生物資源学部の 3年次に編入学することのできる者

は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第 104条第 7項の規定により学士の学位を

授与された者 

(2) 学校教育法施行規則(昭和 22年文部省令第 11号)附則第 7条の規定による者 

(3) 大学の 2年課程修了者及び短期大学卒業者 

(4) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして

当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第

90条第 1項に規定する者に限る。) 

(5) 高等専門学校，国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所のいずれかを卒

業した者 

(6) 学校教育法第 132条の規定による専修学校の専門課程を修了した者 

(7) 大学に 2年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(8) 学校教育法第 58条の 2の規定による高等学校の専攻科の課程を修了した者 

2 人文学部及び工学部の 3年次に編入学することのできる者は，前項各号のいずれ

かに該当する者のほか，別に定める者とする。 

3 医学部看護学科の 3年次に編入学することのできる者は，次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

(1) 短期大学の看護に関する学科を卒業した者 

(2) 学校教育法第 132条の規定による専修学校の専門課程のうち看護に関する課

程を修了した者 

(3) 学校教育法第５８条の２の規定による高等学校の専攻科の課程のうち看護に

関する課程を修了した者 

4 編入学した者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては，当該学部

教授会の議を経て学部長が決定する。 

5 編入学した者の在学すべき年数は，2年とする。 

(再入学，転入学，編入学及び転学部) 
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第 47条 学長は，次の各号のいずれかに該当する者につき欠員のある場合，入学又

は転学部(以下「入学等」という。)を許可することがある。 

(1) 本学を退学した者又は除籍された者で同一学部に再入学を志願するもの 

(2) 他大学の学生で当該学部長又は学長の承認を得て本学に転入学を志願する者 

(3) 我が国において，外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程に在学する者(学校教育法第 90条第 1項に規定する者に限る。)

で本学に転入学を志願するもの 

(4) 大学を卒業した者又は学校教育法第 104条第 7項の規定により学士の学位を

授与された者で本学に編入学を志願するもの 

(5) 学校教育法施行規則附則第 7条の規定により，本学に編入学を志願する者 

(6) 大学の 2年課程修了者及び短期大学卒業者にして本学に編入学を志願する者 

(7) 高等専門学校，国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所のいずれかを卒

業した者で本学に編入学を志願するもの 

(8) 学校教育法第 132条の規定による専修学校の専門課程を修了した者で本学に

編入学を志願するもの 

(9) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして

当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第

90条第 1項に規定する者に限る。)で本学に編入学を志願するもの 

(10) 学校教育法第 58条の 2の規定による高等学校の専攻科の課程を修了した者

で本学に編入学を志願するもの 

(11) 本学の学生で，転学部を志願する者 

2 前項の規定により入学等を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取

扱いについては，当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。 

3 第 1項の規定により入学等を許可された者の在学すべき年数については，当該学

部教授会の議を経て学長が決定する。 

第 48条 前 2条の規定による入学志願者については，第 41条から第 45条までの規

定を適用する。 

(留学) 

第 49条 学生が，外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同

じ。)又は外国の短期大学に留学を志願する場合は，学長に願い出て，その許可を

受けなければならない。 

2 前項の場合，学長は，当該学部教授会の議を経てこれを許可する。 

3 留学した期間は，第 33条の修業年限に含まれるものとする。 

(休学) 

第 50条 疾病又はその他の理由により 3月以上修学することができない者は，休学

願により，学長に願い出なければならない。この場合において，休学の理由が疾

病であるときは，医師の診断書を添えるものとする。 

2 前項の場合，学長は，当該学部教授会の議を経てこれを許可する。 
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3 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，学長は，当該

学部教授会の議を経て，休学を命ずることができる。 

(休学期間) 

第 51条 休学期間は，1年以内とする。ただし，相当の理由がある場合は，引き続

き休学することができる。 

2 休学期間は，通算して修業年限(編入学者等にあっては，在学すべき年数とする。

以下同じ。)の年数を超えることができない。ただし，特別の理由があり，学生の

修学に支障がある場合は，この限りでない。 

3 休学期間は，在学期間の年数に算入しない。 

(復学) 

第 52条 休学期間が満了する場合又は休学期間中にその理由が消滅した場合は，復

学願により，学長に願い出なければならない。この場合において，休学の理由が

疾病であったときは，医師の診断書を添えるものとする。 

2 前項の場合，学長は，当該学部教授会の議を経てこれを許可する。 

(退学) 

第 53条 退学しようとする者は，退学願により，学長に願い出なければならない。 

2 前項の場合，学長は，当該学部教授会の議を経てこれを許可する。 

(転学) 

第 54条 学生が，転学しようとするときは，事由を詳記して学長に願い出て，その

許可を受けなければならない。 

2 前項の場合，学長は，当該学部教授会の議を経てこれを許可する。 

(除籍) 

第 55条 学生が，次の各号のいずれかに該当する場合，学長は，当該学部教授会の

議を経て除籍する。 

(1) 長期間にわたり行方不明のとき。 

(2) 第 34条の規定に定める在学期間の限度を超えたとき。 

(3) 第 51条の規定に定める休学期間を超えてなお復学できないとき。 

(4) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出て，免除又は徴収猶予が不許可になった

者又は一部の免除を許可された者で所定の期日までに，納付すべき入学料を納

付しないとき。 

(5) 授業料の納付を怠り督促を受けてもなお納付しないとき。 

(表彰) 

第 56条 学生にして学業又はその行為が他の模範とするに足ると認めた者があると

きは，学長は，当該学部教授会又は委員会等の議を経てこれを表彰することがあ

る。 

(懲戒) 

第 57条 学生が，本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為をした

ときは，学長は，当該学部教授会の議を経てこれを懲戒する。 

2 懲戒は，戒告，停学及び放学とする。ただし，放学は，次の各号のいずれかに該

当する場合に限り命ずることがある。 
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(1) 学業を怠り成業の見込みのないとき。 

(2) 性行不良で改善の見込みがないと認められたとき。 

(3) 正当な理由なく出席常でないとき。 

(4) 本学の秩序を乱し，その他学生の本分に反したとき。 

(停学期間の取扱い) 

第 58条 停学期間が 2か月以上に及ぶとき，その期間は，修業年限の年数に算入し

ない。 

2 停学期間は，在学期間の年数に算入する。 

第 5章 教育課程及び教育職員免許 

(教育課程の編成方針) 

第 59条 本学は，学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき，必要な

授業科目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成する。 

2 教育課程の編成に当たっては，本学は，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授す

るとともに，幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養す

るよう適切に配慮する。 

(特別の課程の編成) 

第 59条の 2 本学は，前条に規定するもののほか，学校教育法第 105条の規定に基

づき，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成することができる。 

2 前項の特別の課程の編成に関し必要な事項は，別に定める。 

(授業科目) 

第 59条の 3 授業科目は，共通教育科目及び専門教育科目とする。 

(授業科目等の特例) 

第 60条 外国人留学生(大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学

した外国人留学生をいう。以下同じ。)の教育について必要があると認めるときは，

前条に規定するもののほか，日本語科目及び日本事情に関する科目を開設するこ

とができる。 

第 61条 外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育(中学校又は高

等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けたものの教育について必要が

あると認めるときは，前条の規定を準用する。 

(単位の計算方法) 

第 62条 授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を 45時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし，第 64条第 1項に規定する授業の方法

に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の

基準によって計算する。 

(1) 講義及び演習については，おおむね 15時間から 30時間までの範囲で，学部

等が定める時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 実験，実習及び実技については，おおむね 30 時間から 45 時間までの範囲で，

学部等が定める時間の授業をもって 1単位とする。ただし，芸術等の分野にお

ける個人指導による実技の授業については，学部等が定める時間の授業をもっ

て 1単位とすることができる。 
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(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち 2以上の方

法の併用により行う場合については，その組み合わせに応じ，前 2号に規定す

る基準を考慮して学部等が定める時間の授業をもって 1単位とする。 

2 前項の規定にかかわらず，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成

果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，これらに必要な

学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

(単位の授与) 

第 63条 授業科目を履修した学生に対しては，試験その他の学部等が定める適切な

方法により学修の成果を評価し，合格した者に単位を与える。 

(授業の方法) 

第 64条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれ

らの併用により行うものとする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多

様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる

場合についても，同様とする。 

(履修方法) 

第 65条 学部の授業科目，単位数，履修方法(履修科目登録単位数の上限設定を含

む。)及び考査に関することは，学部規程でこれを定める。 

2 前項に規定するもののほか，共通教育科目に関し必要な事項は，別に定める。 

(他学部の授業科目の履修) 

第 66条 他学部の授業科目を履修しようとする者は，所属学部長を経て当該学部長

の許可を受けなければならない。 

(他の大学(専門職大学を含む｡)又は短期大学における授業科目の履修等) 

第 67条 教育上有益と認めるときは，学生が別に定めるところにより他の大学(専門

職大学を含む｡以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得し

た単位を，学部教授会の議を経て 60単位を超えない範囲で本学における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は，学生が，第 49条の規定により留学する場合，外国の大学又は外国

の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び

外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する

ものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準

用する。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 68条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が定める学修を，学部教授会の議を経て本学

における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 
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2 前項により与えることができる単位数は，前条第 1項及び第 2項により本学にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

(休学期間中の外国の大学等における修得単位の取扱い) 

第 68条の 2 教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に外国の大学又は外国

の短期大学において修得した単位について，第 67条第 1項の規定を準用する。 

2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は，第 67条第 1項及び第 2

項並びに前条第 1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 6

0単位を超えないものとする。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 69条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学(専門職大学を

含む｡)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基

準(昭和 31年文部省令第 28号)第 31条第 1項に規定する科目等履修生及び同条第

2項に規定する特別の課程履修生(いずれも本学の学生以外の者に限る｡)として修

得した単位を含む。)を，学部教授会の議を経て本学に入学した後の本学における

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は，第 67条第 2項の場合に準用する。 

3 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った第 68条第 1項に規

定する学修を，学部教授会の議を経て本学における授業科目の履修とみなし，単

位を与えることができる。 

4 前 3項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，

第 46条第 4項及び第 47条第 2項に規定する場合を除き，本学において修得した単

位以外のものについては，第 67条第 1項及び第 2項並びに第 68条第 1項並びに前

条第 1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超

えないものとする。 

(入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算) 

第 70条 学校教育法第 88条に規定する修業年限の通算は，第 59条の 2に基づき編

成された特別の課程の履修生又は第 95条に規定する科目等履修生(いずれも本学の

学生以外の者に限る。)として本学において一定の単位を修得した者に対し，前条

第 1項の規定により本学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該

単位数，その修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案し，学部教

授会の議を経て学長が決定する。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 70条の 2 本学は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに 1年間の授業の計

画をあらかじめ明示するものとする。 

2 本学は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性

を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基

準にしたがって適切に行うものとする。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 70条の 3 本学は，学生に対する教育の充実を図るため，授業の内容及び方法を

改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 
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(教育職員の免許) 

第 71条 教員の免許状を受けるための所要資格を取得しようとする者は，教育職員

免許法(昭和 24年法律第 147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29年文部省令

第 26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 本学の学部の学科又は課程において，教員の免許状を受けるための所要資格を取

得できる免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は，別表第 2のとおり

とする。 

第 6章 卒業要件及び学位 

(卒業要件) 

第 72条 卒業要件は，第 33条に規定する修業年限を満たし，学部規程で定める授業

科目を履修し，所定の単位数を修得するものとする。ただし，本学(医学部医学科

を除く。)に 3年以上在学し，学校教育法第 89条に規定する場合には，その卒業を

認めることができる。 

2 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位数のうち，第 64条第 2項の授業

の方法により修得する単位数は 60単位を超えないものとする。ただし，124単位

を超える単位数を卒業要件としている場合は，同条第 1項の授業の方法により 64

単位以上の修得がなされていれば，60単位を超えることができる。 

(学位) 

第 73条 卒業した者には，学士の学位を授与する。 

2 学位について必要な事項は，本学学位規則の定めるところによる。 

第 7章 授業料等 

(授業料，入学料及び検定料の額) 

第 74条 授業料，入学料及び検定料の額は，別表第 3に定めるところによる。 

(授業料の徴収方法) 

第 75条 授業料は，年額の 2分の 1ずつを次の 2期に分けて納付しなければならな

い。 

前期(4月から 9月まで)  納期 4月中 

後期(10月から翌年 3月まで)  納期 10月中 

2 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収

するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第 1項の規定にかか

わらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収

するものとする。 

4 特別の理由のある者は，本人の願い出により，許可を得て，月割分納をすること

ができる。ただし，月割分納額は，年額の 12分の 1ずつを毎月 5日までに納付し

なければならない。 

(長期履修を認められた者の授業料) 

第 76条 長期履修を認められた者の授業料の額及び徴収方法は，別に定めるところ

による。 
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(転入学者等の授業料) 

第 77条 転入学，編入学及び再入学した者の授業料の額は，その者が転入学，編入

学及び再入学した当該年次の在学者の額と同額とする。 

(退学者等の授業料) 

第 78条 退学，除籍又は放学の場合は，その者の在学していた期までの授業料を納

入しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず第 55条第 5号の規定により除籍された者の未納の授業料

は，これを免除する。 

(休学者の授業料) 

第 79条 授業料納期限以前に休学を許可された者及び授業料の徴収猶予又は月割分

納を許可された休学者については，月割計算により，休学開始当月から復学当月

の前月までの授業料を免除する。ただし，当該休学開始日が月の途中である場合

は，当該休学開始当月の授業料を月割計算で納入しなければならない。 

2 前項の規定に定める者以外の休学者は，その期の授業料を全額納入しなければな

らない。 

(停学者の授業料) 

第 80条 停学を命ぜられた者については，その期間中の授業料は，これを納入しな

ければならない。 

(授業料の免除及び徴収猶予) 

第 81条 学資の支弁が極めて困難と認められる学生に対しては，当該学年の授業料

の全部又は一部を免除し，又は各学期末まで徴収を猶予することがある。 

第 82条 前条の規定により，授業料の免除又は納入猶予を受けようとする者は，事

由を詳記した願書を当該学部長を経て学長に提出しなければならない。 

第 83条 授業料を免除された者で，その事由が止んだときは，翌月から月割でこれ

を納入しなければならない。 

第 84条 授業料を指定の日までに納入しないときは，これを催告し，なお，納入を

怠る場合は，出席を停止する。 

第 85条 第 81条から前条までに定めるもののほか，授業料の免除及び徴収猶予に関

し必要な事項は，別に定める。 

(授業料の不徴収) 

第 85条の 2 第 74条から第 80条までの規定にかかわらず，学長が特に必要と認め

た場合は，授業料を徴収しない。 

(入学料の免除及び徴収猶予) 

第 86条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者等に対

しては，入学料の全部又は一部を免除し，又は徴収を猶予することがある。 

2 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

(検定料の免除) 

第 86条の 2 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が

特に認めた場合等は，検定料を免除することができる。 

2 その他必要な事項については別に定める。 
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(既納料の返還) 

第 87条 既納の授業料は，返還しない。ただし，前期に係る授業料を徴収するとき

に，後期に係る授業料を併せて納付した者が，後期に係る授業料徴収時期前に休

学又は退学した場合には，納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返

還する。 

2 前項本文の規定にかかわらず，第 75条第 3項により徴収した授業料については，

納付した者が入学年度の前年度の 3月 31日までに入学を辞退した場合は，納付し

た者の申出により当該授業料相当額を返還する。 

3 第 1項本文の規定にかかわらず，第 75条第 1項又は第 2項により授業料を納付し

た者が，その後授業料納期限以前に休学を許可された場合は，納付した者の申出

により第 79条第 1項の規定による当該授業料相当額を返還する。 

4 第 1項本文の規定にかかわらず，第 75条第 3項により徴収した授業料については，

納付した者が入学年度の 4月 1日から休学を許可された場合は，納付した者の申出

により月割計算により休学当月から復学当月の前月までの当該授業料相当額を返

還する。 

5 第 1項本文の規定にかかわらず，第 1項ただし書き及び前 3項に規定するものの

ほか，学長が特に必要と認めた場合は，既納の授業料相当額を返還する。 

第 8章 専攻生 

(入学許可) 

第 88条 学部の専門科目につき精深な程度において履修しようとする者があるとき

は，学長は，関係学部教授会の議を経た上，所定の手続を終えた者に対し，専攻

生として入学を許可する。 

(入学期，修業年限) 

第 89条 専攻生の入学期は，学年の始めとし，その修業年限は，1 年以上とする。 

(入学資格) 

第 90条 専攻生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法施行規則第 155条により大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められた者 

(検定料，入学料及び授業料) 

第 91条 専攻生の検定料，入学料及び授業料の額は，別表第 3に定めるところによ

る。 

2 授業料は，在学予定期間に応じ，3か月分又は 6か月分を当該期間における当初

の月に納入するものとし，在学予定期間が 3か月又は 6か月未満であるときは，そ

の期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。 

(研究費の負担) 

第 92条 研究に要する費用は，専攻生の負担とすることがある。 

(証明書の交付) 

第 93 条 専攻生が，専攻科目につき証明を希望したときは，専攻証明書を交付する。 
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(準用規定) 

第 94条 本章に定めるものの外，第 4章及び第 87条の規定は，専攻生にもこれを準

用する。 

第 9章 科目等履修生 

(入学許可) 

第 95条 本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を履修しようとする者があ

るときは，学長は，関係学部教授会の議を経て科目等履修生として入学を許可す

ることがある。 

(入学期) 

第 96条 科目等履修生の入学期は，毎学期の始めとする。ただし，特別の事情があ

る場合は，この限りでない。 

(入学資格等) 

第 97条 科目等履修生の入学資格及び入学志願手続等については，別に定める。 

第 98条 削除 

(検定料，入学料及び授業料) 

第 99条 科目等履修生の検定料，入学料及び授業料の額は，別表第 3に定めるとこ

ろによる。 

(単位の授与，証明書の交付) 

第 100条 科目等履修生に対しては，第 63条の規定を準用し，単位を与える。 

2 前項の規定により授与された単位について，科目等履修生が証明を希望したとき

は，単位修得証明書を交付する。 

(準用規定) 

第 101条 本章に定めるものの外，第 4章，第 5章及び第 87条の規定は，科目等履

修生にもこれを準用する。 

第 10章 特別聴講学生 

(入学許可) 

第 102条 他の大学，短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは外国の

短期大学（以下この条において「他大学等」という。）の学生で，本学の授業科

目を履修することを志願する者があるときは，他大学等との協議に基づき，学長

は，関係学部教授会の議を経て特別聴講学生として入学を許可することがある。 

(検定料，入学料及び授業料) 

第 103条 特別聴講学生の検定料及び入学料は，徴収しない。 

2 特別聴講学生の授業料については，第 99条の規定を準用する。ただし，特別聴講

学生が他の国立大学法人が設置する大学，大学間相互単位互換協定に基づき締結

された公立若しくは私立の大学若しくは短期大学又は単位互換協定に基づき締結

された高等専門学校の学生であるときは，これを徴収しないことができる。 

3 前項に定めるもののほか，特別聴講学生が本学研究科附属の教育研究施設を利用

する授業科目を履修する場合は，授業料を徴収しないことができる。 
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4 特別聴講学生が外国の大学又は外国の短期大学との大学間交流協定(部局等間交流

協定を含む。)に基づき受け入れる外国人留学生である場合，その授業料の額は，

当該大学間交流協定の定めるところによる。 

(準用規定) 

第 104条 本章に定めるものの外，第 97条，第 100条及び第 101条の規定は，特別

聴講学生にもこれを準用する。 

第 11章 研究生 

(入学許可) 

第 105条 学部において特殊事項について研究しようとする者があるときは，学長は，

関係学部教授会の議を経て研究生として入学を許可することがある。 

(入学期) 

第 106条 研究生の入学期は，毎学期の始めとする。ただし，特別の事情がある者は，

この限りでない。 

(入学資格) 

第 107条 研究生の入学資格その他に関しては，学部においてこれを定める。 

(入学志願手続) 

第 108 条 研究生として入学を志願する者は，入学願書に研究事項及び期間を記載し，

履歴書及び検定料を添え，本学に提出しなければならない。 

(検定料，入学料及び授業料) 

第 109条 研究生の検定料，入学料及び授業料の額は，別表第 3に定めるところによ

る。 

2 授業料は，在学予定期間に応じ，3か月分又は 6か月分を当該期間における当初

の月に納入するものとし，在学予定期間が 3か月又は 6か月未満であるときは，そ

の期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。 

(研究費の負担) 

第 110条 研究に要する費用は，研究生の負担とする。 

(証明書の交付) 

第 111 条 研究生が研究事項につき，証明を希望したときは，研究証明書を交付する。 

(準用規定) 

第 112条 本章に定めるものの外，第 4章及び第 87条の規定は，研究生にもこれを

準用する。 

第 12章 委託生 

(入学許可) 

第 113条 官庁又は公共団体から，履修科目或は研究事項を定め願い出る者があると

きは，学長は，関係学部教授会の議を経て委託生として入学を許可することがあ

る。 

(証明書の交付) 

第 114条 委託生が，履修した科目又は研究事項につき，証明を希望したときは，証

明書を交付する。 

(準用規定) 
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第 115条 本章に定めるものの外，第 4章，第 5章，第 87条，第 99条，第 100条，

第 108条，第 109条及び第 110条の規定は，委託生にもこれを準用する。 

第 13 章 公開講座及び市民開放授業 

(公開講座) 

第 116条 本学は，必要に応じ，公開講座を行うことがある。 

2 公開講座に関する事項は，別に定める。 

(市民開放授業) 

第 116条の 2 本学は，市民開放授業を行うことがある。 

2 市民開放授業に関する事項は，別に定める。 

第 14章 厚生保健 

(寄宿舎) 

第 117条 本学に寄宿舎を置き，学生の希望者を入舎させる。 

2 寄宿舎に関する規程は，別に定める。 

(厚生保健施設) 

第 118条 本学に厚生保健に関する施設を置き，学生に利用させる。 

(健康診断) 

第 119条 学生は，毎年 1回所定の健康診断を受けなければならない。 

2 学長は，学生の健康を管理し，必要に応じ，治療を命じ，又は登校を停止するこ

とがある。 

(施設の利用) 

第 120条 学生は，本学の施設を利用しようとするときは，その許可を受けなければ

ならない。 

附 則 

1 この学則は，平成 16年 4月 16日から施行し，平成 16年 4月 1日から適用する。 

2 平成 15年度以前の入学者は，第 2条及び第 71条の規定については，なお従前の

例による。 

3 平成 10年度以前の入学者の授業料については，別表第 3の規定にかかわらず，次

の表により読み替えるものとする。 

平成 5年度・6年度入学生 平成 7年度・8年度入学生 平成 9年度・10年度入学生 

年額 411,600円 年額 447,600円 年額 469,200円 

附 則(平成 17年 1月 20日学則) 

この学則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年 2月 24日学則) 

この学則は，平成 17年 2月 24日から施行し，平成 16年 10月 1日から適用する。 

附 則(平成 17年 2月 24日学則) 

この学則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 
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附 則(平成 17年 3月 24日学則) 

この学則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年 3月 29日学則) 

この学則は，平成 17年 3月 31日から施行し，平成 17年度授業料から適用する。 

附 則(平成 17年 5月 12日学則) 

この学則は，平成 17年 5月 12日から施行する。 

附 則(平成 17年 9月 29日学則) 

この学則は，平成 17年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年 12月 22日学則) 

この学則は，平成 17年 12月 22日から施行し，平成 17年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 18年 3月 23日学則) 

1 この学則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2 条第 2 項の規定にかかわらず，教育学部学校教育教員養成課程，

情報教育課程及び生涯教育課程の収容定員は，次の表により読み替えるものとす

る。 

学部 学科・課程 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

教育学部 学校教育教員養成課程 445 490 535 

情報教育課程 200 160 120 

生涯教育課程 75 70 65 

附 則(平成 18年 5月 25日学則) 

この学則は，平成 18年 5月 25日から施行する。 

附 則(平成 18年 9月 28日学則) 

この学則は，平成 18年 9月 28日から施行し，平成 18年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 18年 11月 24日学則) 

この学則は，平成 18年 11月 24日から施行する。ただし，第 97条及び第 98条の

改正規定は平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 29日学則) 

この学則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 12月 27日学則) 

この学則は，平成 19年 12月 27日から施行し，平成 19年 12月 26日から適用する。 

附 則(平成 20年 3月 27日学則) 
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1 この学則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の人文学部社会科学科(以下「従前の学科」という。)は，改正後

の学則第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 20年 3月 31日に従前の学科に在学

する者(平成 20年度及び平成 21年度に当該学科に編入学する者を含む。)が在学し

なくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，平成 20年度及び平成 21年度に

おける人文学部法律経済学科(以下「法律経済学科」という。)への 3年次編入学に

ついては，従前の学科に編入学するものとし，法律経済学科及び医学部医学科の

収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 
平成 20年

度 

平成 21年

度 

平成 22年

度 

平成 23年

度 

平成 24年

度 

人文学

部 

法律経済学

科 

165 330 515 － － 

医学部 医学科 610 620 630 640 650 

4 平成 19年度以前の入学者については，改正後の学則第 46条第 5項の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 21年 3月 30日学則) 

1 この学則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

医学部 医学科 630 650 670 690 710 

附 則(平成 22年 2月 25日学則) 

1 この学則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

医学部 医学科 655 680 705 730 745 

3 平成 22年 3月 31日に人文学部法律経済学科及び工学部に在学する者(以下「在学

者」という。)並びに平成 22年 4月 1日以降に在学者の属する年次に編入学等する

者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免

許教科は，改正後の学則別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 23年 2月 24日学則) 

1 この学則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

2 平成 23年 3月 31日に教育学部に在学する者に係る教員の免許状を受けるための

所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改正後の学則別表第 2の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 

―　学則　21　―



附 則(平成 23年 12月 22日学則) 

この学則は，平成 24年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 2月 23日学則) 

1 この学則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 平成 24年 3月 31日に教育学部に在学する者に係る教員の免許状を受けるための

所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改正後の学則別表第 2の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24年 9月 27日学則) 

この学則は，平成 24年 9月 27日から施行する。 

附 則(平成 25年 2月 28日学則) 

この学則は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 27日学則) 

1 この学則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の教育学部情報教育課程及び生涯教育課程（以下「従前の課程」

という。）は，改正後の学則第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 26年 3月 31

日に従前の課程に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，教育学部学校教育教員養成課程

の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

学部 学科・課程 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

教育学部 学校教育教員養成課程 615 650 685 

4 この学則施行前の特別支援教育特別専攻科（以下「従前の専攻科」という。）は，

改正後の学則第 4条の規定にかかわらず，平成 26年 3月 31日に従前の専攻科に在

学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

5 平成 26年 3月 31日に従前の課程に在学する者に係る教員の免許状を受けるため

の所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改正後の学則別表第 2の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 26年 9月 30日学則第 1号) 

1 この学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 平成 26年度以前の入学者に係る授業科目は，改正後の学則第 59条の 3の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 27年 2月 26日学則第 1号) 

1 この学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，生物資源学部資源循環学科，共

生環境学科及び生物圏生命科学科の収容定員は，次の表により読み替えるものと

する。 
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学部 学科・課程 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

生物資源学部 資源循環学科 250 260 270 

共生環境学科 325 310 295 

生物圏生命科学科 385 390 395 

附 則(平成 27年 5月 28日学則第 1号) 

この学則は，平成 27年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 10月 30日学則) 

この学則は，平成 27年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 24日学則第 1号) 

1 この学則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の教育学部人間発達科学(以下「従前の課程」という。)は，改正

後の学則第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 28年 3月 31日に従前の課程に在

学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，教育学部学校教育教員養成課程

の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

学部 学科・課程 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

教育学部 学校教育教員養成課程 705 760 780 

附 則(平成 28年 7月 20日学則第 1号) 

この学則は，平成 28年 7月 21日から施行する。 

附 則(平成 28年 9月 29日学則第 1号) 

この学則は，平成 28年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 2月 23日学則) 

1 この学則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の生物資源学部生物圏生命科学科(以下「従前の学科」という。)

は，改正後の学則第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 29年 3月 31日に従前の

学科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 29年 4月 1日以降在学者の

属する年次に編入学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，平成 29年度及び平成 30年度に

おける生物資源学部の 3年次編入学による収容定員については，なお従前の例に

よるものとし，人文学部文化学科及び法律経済学科並びに生物資源学部資源循環

学科，共生環境学科，生物圏生命化学科及び海洋生物資源学科の収容定員は，次

の 2表により読み替えるものとする。 

学部 学科・課程 平成 29年度 
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人文学部 文化学科 412 

法律経済学科 688 

生物資源学部 生物圏生命化学科 80 

海洋生物資源学科 40 

        

学部 学科・課程 平成 30年度 平成 31年度 

人文学部 文化学科 404 396 

法律経済学科 676 664 

生物資源学部 資源循環学科 280 283 

共生環境学科 280 283 

生物圏生命化学科 160 242 

海洋生物資源学科 80 122 

4 在学者及び平成 29年 4月 1日以降に在学者の属する年次に編入学する者に係る教

員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，

改正後の学則別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 30年 2月 22日学則第 1号) 

1 この学則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 平成 30年度 平成 31年度 

医学部 医学科 125 125 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 
平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

平成 34

年度 

平成 35

年度 

平成 36

年度 

医学

部 

医学

科 
750 750 730 710 690 670 650 

附 則(平成 30年 6月 28日学則第 1号) 

この学則は，平成 30年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 2月 28日学則第 1号) 

1 この学則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の工学部機械工学科，電気電子工学科，分子素材工学科，建築学

科，情報工学科及び物理工学科（以下「従前の学科」）という。）は，改正後の

学則第 2条第 1項の規定にかかわらず，平成 31年 3月 31日に従前の学科に在学す

る者（以下「在学者」という。）及び平成 31年 4月 1日以降在学者の属する年次

に編入学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 
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3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，平成 31年度及び平成 32年度に

おける工学部の 3年次編入学による収容定員については，なお従前の例によるも

のとし，工学部総合工学科の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

工学部 総合工学科 400 800 1230 

附 則(平成 31年 3月 28日学則第 1号) 

この学則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 12日学則第 1号) 

1 この学則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 2年度 令和 3年度 

医学部 医学科 125 125 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 
令和 2年

度 

令和 3年

度 

令和 4年

度 

令和 5年

度 

令和 6年

度 

令和 7年

度 

令和 8年

度 

医学

部 

医学

科 
750 750 730 710 690 670 650 

4 令和 2年 3月 31日に工学部に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要

資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は，改正後の学則別表第 2の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 3年 3月 24日学則第 1号) 

この学則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 24日学則第 1号) 

1 この学則は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 4年度 

医学部 医学科 125 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

医学部 医学科 750 730 710 690 670 650 

附 則(令和 4年 6月 28日学則第 1号) 
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1 この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 令和 5年 3月 31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 5年 4月 1日

以降に在学者の属する年次に編入学等する者に係る授業科目及び履修方法は，改

正後の学則第 59条の 3及び第 65条第 2項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(令和 5年 2月 28日学則第 1号) 

1 この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 5年度 

医学部 医学科 125 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 
令和 5年

度 

令和 6年

度 

令和 7年

度 

令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

医学

部 

医学

科 
750 730 710 690 670 650 

附 則(令和 5年 7月 25日学則第 1号) 

この学則は，令和 5年 8月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 27日学則第 1号) 

この学則は，令和 6年 3月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 27日学則第 1号) 

1 この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 この学則施行前の生物資源学部資源循環学科，共生環境学科，生物圏生命化学科

及び海洋生物資源学科(以下「従前の学科」という。)は，改正後の学則第 2条第 1

項の規定にかかわらず，令和 6年 3月 31日に従前の学科に在学する者(以下「在学

者」という。)及び令和 6年 4月 1日以降在学者の属する年次に編入学等する者が

在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 6年度 

医学部 医学科 125 

4 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，令和 6年度及び令和 7年度にお

ける生物資源学部の 3年次編入学による収容定員については，なお従前の例によ

るものとし，医学部医学科及び生物資源学部生物資源学科の収容定員は，次の表

により読み替えるものとする。 
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学部 学科 
令和 6年

度 

令和 7年

度 

令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

令和 11年

度 

医学部 医学科 750 730 710 690 670 650 

生物資源学

部 

生物資源学

科 
260 520 790       

5 在学者並びに令和 6年 4月 1日以降に在学者の属する年次に編入学等する者に係

る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科

は，改正後の学則別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 6年 11月 26日学則第 1号) 

この学則は，令和 6年 12月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 26日学則第 1号) 

1 この学則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 7年度 

医学部 医学科 125 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科及び工学部総合工

学科の収容定員は，次の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 
令和 7年

度 

令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

令和 11年

度 

令和 12年

度 

医学

部 
医学科 750 730 710 690 670 650 

工学

部 

総合工学

科 
1695 1730 1760       

 

附 則 

1 この学則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の入学定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 令和 8年度 

医学部 医学科 125 

3 改正後の学則第 2条第 2項の規定にかかわらず，医学部医学科の収容定員は，次

の表により読み替えるものとする。 

学部 学科 
令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

令和 11年

度 

令和 12年

度 

令和 13年

度 

医学

部 

医学

科 
750 730 710 690 670 650 

―　学則　27　―



別表第 1(第 45条関係) 

区分 返還額 

学部学生 13,000円 

3年次編入学 23,000円 

別表第 2(第 71条関係) 

学部 学科・課程 免許状の種類 免許教科又は特別支援教育領域 

人文学

部 

文化学科 中学校教諭一

種免許状 

国語，社会，英語 

高等学校教諭

一種免許状 

国語，地理歴史，公民，英語 

教育学

部 

学校教育教

員養成課程 

幼稚園教諭一

種免許状 

  

小学校教諭一

種免許状 

  

中学校教諭一

種免許状 

国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健

体育，技術，家庭，英語 

高等学校教諭

一種免許状 

国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，

美術，保健体育，家庭，情報，工業，英語 

特別支援学校

教諭一種免許

状 

知的障害者，肢体不自由者，病弱者 

工学部 総合工学科 
高等学校教諭

一種免許状 
工業 

生物資

源学部 

生物資源学

科 

高等学校教諭

一種免許状 

理科，農業，水産 

別表第 3(第 74条・第 91条・第 99条・第 109条関係) 

区分 授業料 入学料 検定料 

学部学生 平成 11年度以降の入学生 

 年額 535,800円 
282,000円 

17,000円 

3年次編入学 30,000円 

科目等履修生 1単位 14,800円 28,200円 9,800円 

専攻生 

研究生 

委託生 

月額 28,900円 84,600円 9,800円 
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学則の変更事項を記載した書類 

 
１． 変更事由 
   「地域の医師確保等の観点からの令和８年度医学部入学定員の増加について」 
   を踏まえ，医学部医学科の入学定員の増加を図るものである。 
    
２． 変更点 
  ・医学部医学科の入学定員及び収容定員を変更 
    附則 臨時定員を含めた入学定員を規定 
    附則 臨時定員を含めた収容定員を規定 
 
  ・施行日 令和８年４月１日 
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国立大学法人三重大学学則新旧対照表（案） 
新 旧 

（学部，学科，課程及び収容定員） 

第２条 本学に次の学部及び学科又は課程を置く。 

 人文学部～生物資源学部 （現行に同じ。） 

２ （現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （現行に同じ。） 

４ （現行に同じ。） 

 

附 則 
１ この学則は，令和８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の学則第２条第２項の規定にかかわらず，医学部医学科の入

学定員は，次の表により読み替えるものとする。  
学部 学科 令和８年度 

医学部 医学科 １２５ 

 
３ 改正後の学則第２条第２項の規定にかかわらず，医学部医学科の収

容定員は，次の表により読み替えるものとする。  
学部 学科 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

医学部 医学科 ７５０ ７３０ ７１０ ６９０ 

 

学部 学科 令和１２年度 令和１３年度 

医学部 医学科 ６７０ ６５０ 
 

（学部，学科，課程及び収容定員） 

第２条 本学に次の学部及び学科又は課程を置く。 

人文学部～生物資源学部 （略） 

２ 前項の各学部に置く学科及び課程の収容定員は，次のとおりとする。 

 

学部 学科・課程 入学定員 ３年次編入学定員 収容定員 

人文学部～教育学部 （略） 

医学部 医学科 １０５  ６３０ 

医学部看護学科～生物資源学部 （略） 

備考１ （略） 

備考２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 
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学則変更の趣旨等を記載した書類 

１．収容定員変更の内容 

医師の地域間・診療科間の偏在等により、全国各地で医師不足の問題が指摘されており三重県

下においても、へき地の医療機関に勤務する医師、小児科・産婦人科・脳神経外科・麻酔科・救

急科などの診療科を専攻する医師の不足が深刻な状況にある。そのため、県民に対する良質で格

差のない医療を提供していくための地域医療体制の整備が緊急の課題となっている。 

このような観点から本学では、平成 20年度より医学部医学科入学者選抜制度に地域枠を設け、

地域に根ざす医師の確保に努めている。また、平成 20 年度以降の入学定員については、平成 20

年度に「新医師確保対策」に基づき、平成 29年度までの期限を付した 10名の臨時定員増（平成

31 年度まで延長済み）を、平成 21年度に「緊急医師確保対策」に基づき平成 29年度までの期限

を付した５名の臨時定員増（平成 31年度まで延長済み）を、同じく平成 21年度に「経済財政改

革の基本方針 2008」に基づき５名の恒久定員増を、平成 22年度に「経済財政改革の基本方針 2009」

に基づき平成 31年度までの期限を付した５名の臨時定員増を、さらに令和２年度以降も 20名の

臨時定員増を実施し、県内における医師不足の解消に努めてきた。その結果、地域枠の卒業生を

多数輩出し、地域医療の再生に一定の役割を果たしているが、未だ十分とは言えない。 

一方、三重県においても、「三重県医師修学資金貸与制度」の運用を行い、医師確保に努めてき

た。また、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第４条に規定する都道

府県計画などの計画にも、本学医学部医学科の入学定員増加を位置付けている。 

その他出産・育児等で一線を退いている女性医師の復帰を支援する取組みなど、包括的な事業

により医師確保対策に一層取り組んでいる。 

２．収容定員変更の必要性 

令和４年の厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、三重県における人口 10万人

あたりの医師数は 241.2人で、全国平均の 262.1人に比べて 20.9人少なく、全国の順位は 34位

となっている。 

三重県における地域医療の状況と県内の病院における医師不足の状況を踏まえ、今後も県内に

おいて医師の確保と定着を推進していくため、次のことに取り組んでいる。 

① 救急医療体制の維持・再生に向けて、病院に勤務する内科医、外科医、救急医、総合診療医

を確保する。 

② 周産期医療の集約化を進め、広域的に対応できる状況を整備する。さらに、有床診療所も含

めた医師数、病床など医療資源が限られている中、緊急時に対応できる病院に勤務する産婦人

科医を確保する。 

③ 病院勤務医の全般的な不足からへき地拠点病院の機能維持に支障をきたしている伊勢志摩

サブ保健医療圏、東紀州保健医療圏、伊賀サブ保健医療圏においては、へき地拠点病院の勤務
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医確保に重点を置いた医師確保を行う。 

 

これらの取組みは、一定の成果をあげているものの未だ十分ではない。そこで、以上の課題を

踏まえ、本学と三重県は今後も継続して次の対応を行う。 

① 医学部医学科では、入学定員暫定措置や三重県が実施する医師修学資金貸与制度を最大限活

用して、地域枠学生の県内定着に取り組んでいる。平成 20 年度以降増員した入学定員のうち

三重県が貸与する奨学金と連動するもの（新医師確保総合対策、緊急医師確保対策、平成 22年

度以降の「地域枠」）として、学校推薦型選抜の「地域枠 A」25 名、「地域枠 B」５名、一般選

抜の「三重県地域医療枠」５名（前期日程募集人数 75名に含む）を引き続き設定する。 

令和７年度入試におけるそれぞれの出願要件は、次のとおりであった。 

「地域枠 A」（いずれかに該当） 

・卒業あるいは卒業見込みの高等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県内であること。 

・卒業あるいは卒業見込みの高等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県外であっても、

出願時において、出願予定者を現に扶養する者が３年以上三重県内に居住している者。 

・入学後は、本学医学部医学・看護学教育センターの指導・助言を受けて地域医療の学習を

行う。卒業後は、三重大学医学部附属病院または三重県内の基幹型臨床研修病院での臨床

研修プログラムに参加する。その後、専門医取得を目的として三重大学医学部附属病院群

での専門研修プログラムに沿って研修する。 

「地域枠 B」 

・出願時において、出願予定者を現に扶養する者が３年以上対象とする市・町に居住してい

る者。 

・対象とする市・町長と、本学医学部が指定する病院（三重県内 10病院）のいずれかの病院

長が共同で行う面接によって、地域医療を担う医師にふさわしい優れた能力・倫理観・責

任感を有する者であるかの評価を受け、対象とする市・町長の推薦を受けた者。 

・入学後は、本学医学部医学・看護学教育センターの指導・助言を受けて地域医療の学習を

行う。卒業後は、三重大学医学部附属病院または三重県内の基幹型臨床研修病院での臨床

研修プログラムに参加する。その後、専門医取得を目的として三重大学医学部附属病院群

での専門研修プログラムに沿って研修する。 

・臨床研修後は、指定する診療科（内科、外科、救急科、総合診療科）の医師として勤務す

ることを求める。 

「三重県地域医療枠」 

・卒業後は、三重県地域医療支援センターのキャリア形成プログラムに沿って勤務し、三重

県内での医療・医学の発展とその継続に貢献することを確約できる者。 

入学後は、本学医学部医学・看護学教育センターの指導・助言を受けて地域医療の学習

を行う。卒業後は、三重大学医学部附属病院または三重県内の基幹型臨床研修病院での臨

床研修プログラムに参加する。その後、専門医取得を目的として三重大学医学部附属病院

群での専門研修プログラムに沿って研修する。 
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それぞれの選抜制度に共通して、誓約書の提出と三重県医師修学資金貸与制度への入学初年

度からの応募を要件としている。 

また、養成された医師の地域定着促進を目的とする三重県医師修学資金貸与制度は、地域枠

以外の学生も対象となる一般枠コースも設けられており、全ての志願者に紹介している。 

 

② 本学医学部医学科では、その教育理念に基づいて、特色のある地域医療教育を実践し、三重

県、市町村振興協会、地域の関係教育病院の協力を得て、６年間を通して地域で学べる体制を

整備している。引き続き、医学部入学後早期から地域保健医療との接触を増やすことで、学生

が地域医療の特性を理解し、その重要性や地域でのやりがいを実感できるカリキュラムの充実

を図る。 

 

③ 学生（卒業生）を地域に定着させるための取組みとして、卒前教育においては、第１～２学

年授業「医療と社会」での地域基盤型保健医療教育実習、第４～６学年「臨床実習」での地域

医療機関実習をはじめとした地域社会と連携したカリキュラムをさらに発展させる。さらに、

医師の地域偏在や診療科偏在などの三重県の地域医療が抱える課題を理解し、課題解決を考え

る臨床教育を実施することで、医学部卒業後に三重県での医療に貢献する意識付けを行う。ま

た、卒後教育体制においては、平成 24年度以降、卒前医学教育担当部門である「医学・看護学

教育センター」、卒後臨床研修を担当する「臨床研修・キャリア支援部」、県内の臨床研修病院

が参加する「NPO 法人 MMC卒後臨床研修センター」、三重県が設置する「三重県地域医療支援セ

ンター」の４者が連携して、学生・研修医のキャリアを支援するシームレスな教育体制を構築

している。 

  これらの活動により、卒後 10 年目までの目標・ゴールを見据えたキャリア支援を実施でき

る体制が整備され、継続性のある卒前教育・卒後初期臨床研修・専門研修プログラムが提供さ

れる状況にある。今後も卒前・卒後の一貫性のある教育体制を継続する。 

 

④ 女性医師の定着対策として、県外で勤務する卒業生、子育てや介護などで休業中の医師、研

究活動などで医療現場から離れている医師への働きかけを強化し、三重県内の病院への定着に

向けて、大学病院と地域の関連病院が連携して女性医師が医師としてのキャリアを継続できる

環境整備に取り組む。 

 

⑤ 三重県においては、養成された医師の地域定着を促進するため、次のような措置を講じる。 

〇三重県医師修学資金貸与制度 

（１）修学資金の設定主体：三重県 

（２）支給額 

・入学初年度（大学１年生）            1,517,800円 

・次年度以降（大学２年生から６年生まで）各年度  1,235,800円 

合計（入学から卒業年まで貸与を受けた場合）   7,696,800円 

（３）返還免除の条件 

医学部を卒業後、医師として９年間（うち１年間は、医師不足地域等）、県内で勤務す
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ることにより貸与額全額の返還を免除する条件を設けている。返還免除の条件は以下の

とおりである。 

・三重県地域医療支援センターのキャリア形成プログラムに基づき、医師不足地域の

医療機関を含む複数の県内医療機関で勤務する。 

（４）都道府県の相談・指導、卒後のキャリアパス形成等 

三重県地域医療支援センターによる卒業後のキャリアアップに関する情報提供、助言

等の支援を行う。 

 

⑥ 本学医学部と三重県や市町との緊密な連携強化を図り、地域医療教育のための専門的教育研

究組織として、三重県や市町からの寄附による三重県総合診療地域医療学講座や地域医療学講

座（寄附講座）を本学に設置している。今後も県内の地域医療システム維持向上のための調査

研究を継続して行う。 

 

以上により、本学医学部医学科において、令和７年度を期限とする 20名の入学定員について、

令和８年度までの期限を付した再度の入学定員増を申請するものである。 

 

 

３．収容定員変更に伴う教育課程等の変更内容 

１）地域社会における医学医療教育をより充実させるための地域医療学講座（寄附講座）の設置 

県や市町の寄附により三重県内の各地域に活動基盤を持つ地域医療学講座を設置してき

た。平成 23年から三重大学医学部亀山地域医療学講座、平成 24年から三重大学医学部伊賀

地域医療学講座、津地域医療学講座、平成 25年から地域包括ケア・老年医学講座、大学院地

域医療学講座、そして平成 28 年から三重県総合診療地域医療学講座、名張地域医療学講座

を設置した。各々の講座は当該地域の基幹病院に設置され、教員が配置されている。これに

より、地域における医学医療教育が飛躍的に増大した。 

平成 23年度～平成 27年度においては、三重県地域医療再生計画（拡充分）による「三重

県地域家庭医育成拠点整備事業」により、上記の各地域の地域医療教育拠点に教育用カン

ファレンス室、学生用の宿泊施設の整備、ビデオ会議システムの導入、医療面接用のビデオ

装置の配置を行った。これにより、地域における医学医療教育の効率化と向上が図られた。

さらに、平成 28年度～平成 30年度は、医療介護総合確保基金事業による「総合診療医広域

育成拠点整備事業」によって、三重県下の 16 の地域医療（総合診療）教育拠点が整備され

た。 

平成 25年度～平成 29年度においては、文部科学省の先進的医療イノベーション人材育成

事業による未来医療研究人材育成拠点形成事業「三重地域総合診療網の全国・世界発信」に

て、上記の各地域の地域医療学講座における教育研究活動がより効果的にできる人材を多く

育成する体制が構築された。 
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２）第１、２学年での「医療と社会」 

「医療と社会」で行う地域基盤型保健医療教育実習では、第１年次に４～５人グループが

数百人規模のコミュニティを担当し、医療人類学的手法を用いて地域調査を行い、第２年次

では地域調査に基づく地域貢献活動についてアクションプランを計画し、実践する実習を導

入している。また、この実習では、地域の診療所及び小病院や保健・福祉施設での体験型実

習を合わせて行っており、地域医療機関の役割や課題を理解できる実習になっている。 

 

３）第１学年の「国際保健と地域医療」 

地域保健医療の原点がある開発途上国の医療現場の理解を通して、戦後、急速に発展した

日本の保健医療の発展過程や近年、大きな問題となっている地域医療の崩壊について考える

授業を実施している。 

 

４）第４～６学年の診療参加型臨床実習 

従来から実施している教育プログラムであり、一定期間、三重県内の地域医療機関での実

習に参加する。すべての学生に必修としている家庭医療学（総合診療科）実習においては、

４週間、地域の医療機関（地域医療学講座を含む）にて実習する。この実習は、学生が地域

医療の重要性と課題を認識する機会になっており、医学生が卒業後に地域で活動するために

必要な知識と能力の修得に有効であると考えている。また、第６年次の選択実習では４か月

間の長期滞在型地域医療実習も行っている。各地域の基幹病院に設置した地域医療学講座で

学生を受け入れる体制を整備している。 

地域医療機関での実習指導にあたっては、関係教育施設の医師（臨床研修指導医資格取得

者）を臨床教授（66 人）、臨床准教授（51 人）、臨床講師（194人）に委嘱している（カッコ

内は令和７年８月現在の委嘱数）。 

 

５）多職種連携教育の実施 

地域包括ケアシステムの普及に伴い、在宅医療など多職種連携の下に実施される医療福祉

介護活動のニーズが増大している。医学科では、第１～２学年地域基盤型保健医療教育を看

護学科との共同授業として実施し、さらに第４～５学年臨床実習家庭医療学（総合診療科）

ローテーションでは、医学科と看護学科がともに地域診療所で実習に参加する機会を設けて

いる。さらに、選択授業として、近隣の鈴鹿医療科学大学（薬学部・看護学部・保健衛生学

部・医用工学部）と共同して「慢性疼痛」に関する多職種連携授業を実施している。 
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1前 ○ 2 ○ 1

1後 ○ 2 ○ 1

－ － 4 0 0 1

1～2通 ○ 9 ○ ○ 3 1 1 6 1

1通 ○ 4 ○ 1

1通 ○ 2 ○ 6 3 1 1 4

1～5通 1 ○ 1

1～6通 1 ○ ○ 27 9 10 53 109

1後 2 ○ 3 1 7

2前 1 ○ ○ ○ 2 4

2～3通 ○ 18 ○ ○ 5 2 2 10

2通 ○ 8 ○ ○ 3 2 1 5

2後 ○ 1 ○ 4 2 1 6

2～3通 ○ 3 ○ ○ 2 1 1 2 2

1通 ○ 6 ○ ○ ○ 17 6 7 11 20

3～4通 ○ 15 ○ ○ 42 16 20 74 214

4通 ○ 1 ○ 3 3 7 24 15

3～6通 ○ 2 ○ 2 1 1 2 2

3～6通 ○ 13 ○ 10 3 6 25 47

3～6通 ○ 1 ○ 3 6

3～6通 ○ 1 ○ 1 2 6

3～6通 ○ 4 ○ 3 2 2 8 25

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 1 12

3～6通 ○ 2 ○ 1 4 11

3～6通 ○ 3 ○ 1 1 4 8

3～6通 ○ 1 ○ 1 3 5

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 2 5

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 1 1 6

3～6通 ○ 1 ○ 1 2 4

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 3

3～6通 ○ 1 ○ 1 3 22

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 2 4

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 1 8

3～6通 ○ 1 ○ 1 3 8

3～6通 ○ 1 ○ 1 1

3～6通 ○ 1 ○ 1 1 1 7

4～6通 ○ 62 ○ 32 11 18 71 192

－ － 167 0 5 42 16 20 74 214

－ － 171 0 5 42 16 20 74 214

別記様式第２号（その２の１）
（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（三重大学医学部医学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
主要授
業科目

単位数 授業形態 基幹教員等の配置

備考

専
攻
基
礎
科
目

分子生命体科学A

分子生命体科学B

小計（2科目） －

－小計（34科目）

臨床実習

麻酔学

検査医学

チュートリアル教育

耳鼻咽喉科学

放射線医学

小児科学

泌尿器科学

医療と社会

社会医学

家庭医療学

口腔外科学

脳神経外科学

合計（36科目） －

医学英語

早期海外医学体験実習

いたみの科学

生体の構造と機能

分子医学実習

皮膚科学

研究室研修

基本的臨床技能教育

内科学・神経内科学・薬剤学

専
門
教
育
科
目

分子生命体科学

新医学専攻コース

いたみのチーム医療・集中コース

生体防御の分子基盤

社会と医学

救急災害医学

精神神経科学

外科学・胸部外科学

整形外科学

眼科学

形成外科学

産科婦人科学
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学位又は称号 学士（医学） 学位又は学科の分野 医学関係

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

１学年の学期区分 ２学期

１学期の授業期間 １５週

【卒業要件】
6年以上在籍し、共通教育科目30単位以上、専門科目167単位以上を修得するこ
と。

【共通教育科目に関する履修方法】
大学基礎科目：13単位
○「スタートアップPBLセミナー」、「キャリア教育入門」、「英語Ⅰ大学基
礎」、「英語Ⅰコミュニケーション」、「データサイエンスⅠ」、「データサイ
エンスⅡ」、「スポーツ健康科学A」の7科目13単位を必修とする。
教養基礎科目：13単位
○教養基礎科目として開設される科目のうち、「スポーツ健康科学B」、「医学医
療入門」、「国際保健と地域医療」「科学的地域環境概論Ⅰ」及び入試時物理選
択者は「入門生物学」を含む13単位を必修とする。
専門基礎科目：4単位
○「分子生命体科学A」、「分子生命体科学B」の2科目4単位を必修とする。

【専門科目に関する履修方法】
必修科目30科目167単位を修得する。

１時限の授業の標準時間 ９０分
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令和８年度 

医学部入学定員増員計画 

三 大 企 戦 第 ４ 号

令和７年８月 20 日

文部科学省高等教育局長 殿 

国立大学法人三重大学

学長 伊藤 正明 

「地域の医師確保等の観点からの令和８年度医学部入学定員の増加について（令和７年８

月５日文部科学省高等教育局長・厚生労働省医政局長通知）」を受けて、標記に関する資料を

提出します。 

＜連絡先＞ 

責任者連絡先 職名・氏名 企画総務部企画戦略課長 大幡 奈津 

TEL 059-231-9733

E-mail kikakika@ab.mie-u.ac.jp 
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地域の医師確保のための⼊学定員増について
増員希望⼈数 20

都道府県名 増員希望⼈数
三重県 20

20
※「⼤学所在地以外の都道府県」が5都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

都道府県名 R6地域枠定員
（※1）

R6貸与者数
（※2）

R7地域枠定員
（※1）

R7貸与者数
（※2）

R6とR7の貸与者数のう
ち多い⽅の数

三重県 20 39 20 36 39
（予定） 0

0
0
0
0

計 20 39 20 36 39
（※1）臨時定員分のみご記⼊ください。
（※2）恒久定員の中で地域枠を実施している場合、恒久定員分の地域枠の⼈数も含めた修学資⾦の貸与実績をご記⼊ください。
※6都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

１．⼤学が講ずる措置
１－１．地域枠学⽣の選抜

募集⼈数

うち臨時定員分

地域枠A （ⅰ）学校推
薦型選抜

別枠（区別
型） 25 10 無 H21以前

1．⾼等学校若しくは中等教育学校を令和6年3⽉に卒業した者及び令和7年3⽉に卒業⾒込みの者。
2．学校教育法施⾏規則第93条第3項の規定に基づき、令和5年度中及び令和6年度中に⾼等学校若しくは中等教育学校を卒業⼜は卒業⾒込みの者。
3．⽂部科学⼤⾂が⾼等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を令和5年4⽉から令和7年3⽉までに修了⼜は修了⾒込みの者。
上記1〜3のいずれかに該当し、次の要件を満たす者。
（1）将来の医師及び医学研究者にふさわしい優れた能⼒・倫理観・責任感を有する者。
（2）⾼等学校若しくは中等教育学校における学習成績概評がA段階の者。
（3）令和7年度⼤学⼊学共通テストにおいて、本学科が指定した教科・科⽬を受験する者。

各推薦枠共通要件に加え、以下の（1）〜（5）の条件を満たす者。
（1）出願時において、出願予定者を現に扶養する者が3年以上対象とする市・町に居住している者。（出願時に、住⺠票（マイナンバーの記載がないもの）で確認します。）
（2）対象とする市・町⻑と、三重⼤学医学部が指定する病院（三重県⽴志摩病院、尾鷲総合病院、紀南病院組合⽴紀南病院、伊賀市⽴上野総合市⺠病院、岡波総合病院、名張
市⽴病院、三重県⽴⼀志病院、三重厚⽣連松阪中央総合病院、済⽣会松阪総合病院、松阪市⺠病院）のいずれかの病院⻑とが共同で⾏う⾯接によって、地域医療を担う医師にふさわし
い優れた能⼒・倫理観・責任感を有する者であるかの評価を受け、対象とする市・町⻑の推薦を受けた者。
対象とする市・町︓⿃⽻市、志摩市、南伊勢町、⼤紀町、⼤台町、多気町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町、伊賀市、名張市、津市（旧美杉村に限る）、松阪市（旧飯南
町、旧飯⾼町に限る）
（3）「地域枠B」での志願者には誓約書、同意書及び本⼈確認書類を提出していただきます。
（4）「地域枠B」の⼊学者には、「三重県医師修学資⾦」の貸与を受けていただくとともに、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成卒前⽀援プラン」の適⽤を受けていただきます。
（5）卒業後は、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成プログラム」に基づき、三重県の指定する医療機関で、9年間勤務していただきます。なお、臨床研修後は、指定する診療科（内
科、外科、救急科、総合診療科）の医師として勤務していただきます。

有（義務）
内科、外科、救
急科、総合診
療科

H21以前

開始年度 備考出願要件（※1）

1．⾼等学校若しくは中等教育学校を令和6年3⽉に卒業した者及び令和7年3⽉に卒業⾒込みの者。
2．学校教育法施⾏規則第93条第3項の規定に基づき、令和5年度中及び令和6年度中に⾼等学校若しくは中等教育学校を卒業⼜は卒業⾒込みの者。
3．⽂部科学⼤⾂が⾼等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を令和5年4⽉から令和7年3⽉までに修了⼜は修了⾒込みの者。
上記1〜3のいずれかに該当し、次の要件を満たす者。
（1）将来の医師及び医学研究者にふさわしい優れた能⼒・倫理観・責任感を有する者。
（2）⾼等学校若しくは中等教育学校における学習成績概評がA段階の者。
（3）令和7年度⼤学⼊学共通テストにおいて、本学科が指定した教科・科⽬を受験する者。

各推薦枠共通要件に加え、以下の（1）⼜は（2）、に該当し、（3）〜（5）の条件を満たす者。
（1）卒業あるいは卒業⾒込みの⾼等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県内であること。
（2）卒業あるいは卒業⾒込みの⾼等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県外であっても、出願時において、出願予定者を現に扶養する者が3年以上三重県内に居住している者。
（出願時に、住⺠票（マイナンバーの記載がないもの）で確認します。）
（3）「地域枠A」での志願者には誓約書、同意書及び本⼈確認書類を提出していただきます。
（4）「地域枠A」の⼊学者には、「三重県医師修学資⾦」の貸与を受けていただくとともに、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成卒前⽀援プラン」の適⽤を受けていただきます。
（5）卒業後は、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成プログラム」に基づき、三重県の指定する医療機関等で、9年間勤務していただきます。

（診療科の選定が
有る場合）

その診療科名

診療科の選定
の有無

（１）対象都道府県名及び増員希望⼈数

（２）修学資⾦の貸与を受けた地域枠学⽣の確保状況

（３）令和８年度地域の医師確保のための⼊学定員増について

⼊試区分 選抜⽅法（※1）

 [第1次選考]
令和7年度⼤学⼊学共通テストの成績
に基づいて募集⼈員の2倍程度までの合
格者を決定し、調査書、推薦書、志願
理由書及び所信書は合否判定の参考
とします。

[第2次選考]
第1次選考に合格した者について、⼩論
⽂及び⾯接の結果を総合して⾏います。

名称 選抜⽅式

⼤学が所在する都道府県

⼤学所在地以外の都道府県

計

地域枠B （ⅰ）学校推
薦型選抜

別枠（区別
型） 5 5

 [第1次選考]
令和7年度⼤学⼊学共通テストの成績
に基づいて募集⼈員の2倍程度までの合
格者を決定し、調査書、推薦書、志願
理由書及び所信書は合否判定の参考
とします。

[第2次選考]
第1次選考に合格した者について、⼩論
⽂及び⾯接の結果を総合して⾏います。

①令和６年度に実施した地域枠学⽣（令和７年⼊学）の選抜について、下記をご記⼊ください。複数種類の選抜を⾏った場合には、それぞれご記⼊ください。また、参考として学⽣募集要項の写しをご提出ください。
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三重県地域医
療枠

（ⅲ）⼀般選
抜地域枠（前
期・後期）

別枠（区別
型） 5 5 無 H22

合計 35 20

（※1）貴⼤学において作成した学⽣募集要項に記載の内容をご記⼊ください。
※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

②令和７年度に実施する地域枠学⽣（令和８年⼊学）の選抜について、下記をご記⼊ください。複数種類の選抜を⾏う場合には、それぞれご記⼊ください。
また、参考としてPRのために作成した⽂書（リーフレット、ホームページ、テレビ、新聞、雑誌等）の写しをご提出ください。

募集⼈数

うち臨時定員分

地域枠A （ⅰ）学校推
薦型選抜

別枠（区別
型） 25 10 無 H21以前

三重県地域医
療枠

（ⅲ）⼀般選
抜地域枠（前
期・後期）

別枠（区別
型） 5 5 無 H22

合計 35 20

※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

地域枠B （ⅰ）学校推
薦型選抜

別枠（区別
型） 5 5

 [第1次選考]
令和8年度⼤学⼊学共通テストの成績
に基づいて募集⼈員の2倍程度までの合
格者を決定し、調査書、推薦書、志願
理由書及び所信書は合否判定の参考
とします。

[第2次選考]
第1次選考に合格した者について、⼩論
⽂及び⾯接の結果を総合して⾏います。

1．⾼等学校若しくは中等教育学校を令和7年3⽉に卒業した者及び令和8年3⽉に卒業⾒込みの者。
2．学校教育法施⾏規則第93条第3項の規定に基づき、令和6年度中及び令和7年度中に⾼等学校若しくは中等教育学校を卒業⼜は卒業⾒込みの者。
3．⽂部科学⼤⾂が⾼等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を令和6年4⽉から令和8年3⽉までに修了⼜は修了⾒込みの者。
上記1〜3のいずれかに該当し、次の要件を満たす者。
（1）将来の医師及び医学研究者にふさわしい優れた能⼒・倫理観・責任感を有する者。
（2）⾼等学校若しくは中等教育学校における学習成績概評がA段階の者。
（3）令和8年度⼤学⼊学共通テストにおいて、本学科が指定した教科・科⽬を受験する者。

各推薦枠共通要件に加え、以下の（1）〜（5）の条件を満たす者。
（1）出願時において、出願予定者を現に扶養する者が3年以上対象とする市・町に居住している者。（出願時に、住⺠票（マイナンバーの記載がないもの）で確認します。）
（2）対象とする市・町⻑と、三重⼤学医学部が指定する病院（三重県⽴志摩病院、尾鷲総合病院、紀南病院組合⽴紀南病院、伊賀市⽴上野総合市⺠病院、岡波総合病院、名張
市⽴病院、三重県⽴⼀志病院、三重厚⽣連松阪中央総合病院、済⽣会松阪総合病院、松阪市⺠病院）のいずれかの病院⻑とが共同で⾏う⾯接によって、地域医療を担う医師にふさわし
い優れた能⼒・倫理観・責任感を有する者であるかの評価を受け、対象とする市・町⻑の推薦を受けた者。
対象とする市・町︓⿃⽻市、志摩市、南伊勢町、⼤紀町、⼤台町、多気町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町、伊賀市、名張市、津市（旧美杉村に限る）、松阪市（旧飯南
町、旧飯⾼町に限る）
（3）「地域枠B」での志願者には誓約書、同意書及び本⼈確認書類を提出していただきます。
（4）「地域枠B」の⼊学者には、「三重県医師修学資⾦」の貸与を受けていただくとともに、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成卒前⽀援プラン」の適⽤を受けていただきます。
（5）卒業後は、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成プログラム」に基づき、三重県の指定する医療機関で、9年間勤務していただきます。なお、臨床研修後は、指定する診療科（内
科、外科、救急科、総合診療科）の医師として勤務していただきます。

有（義務）
内科、外科、救
急科、総合診
療科

H21以前

（診療科の選定が
有る場合）

その診療科名
⼊試区分 選抜⽅法（※1） 出願要件（※1） 開始年度 備考

前期⽇程の出願資格に加え、（1）と（2）の条件を満たす者。
（1）卒業後は、三重県地域医療⽀援センターのキャリア形成プログラムに沿って勤務し、三重県内での医療・医学の発展とその継続に貢献することを確約できる者。
⼊学後は、医学部医学・看護学教育センターの指導・助⾔を受けて、医学部での地域医療の学習を⾏います。卒業後は、三重⼤学医学部附属病院または三重県内の基幹型臨床研修病院
での臨床研修プログラムに参加します。その後、専⾨医取得を⽬的として三重⼤学医学部附属病院群での専⾨研修プログラムに沿って研修します。
（2）「三重県地域医療枠」の⼊学者には、「三重県医師修学資⾦」の貸与を受けていただくことになります。

⼊学者選抜の実施教科・科⽬等は前
期⽇程と同様とします。なお、「三重県
地域医療枠」での出願者は、「⼀般枠」
においても合否判定の対象となります。

名称

⼊学者選抜の実施教科・科⽬等は前
期⽇程と同様とします。なお、「三重県
地域医療枠」での出願者は、「⼀般枠」
においても合否判定の対象となります。

前期⽇程の出願資格に加え、（1）と（2）の条件を満たす者。
（1）卒業後は、三重県地域医療⽀援センターのキャリア形成プログラムに沿って勤務し、三重県内での医療・医学の発展とその継続に貢献することを確約できる者。
⼊学後は、医学部医学・看護学教育センターの指導・助⾔を受けて、医学部での地域医療の学習を⾏います。卒業後は、三重⼤学医学部附属病院または三重県内の基幹型臨床研修病院
での臨床研修プログラムに参加します。その後、専⾨医取得を⽬的として三重⼤学医学部附属病院群での専⾨研修プログラムに沿って研修します。
（2）「三重県地域医療枠」の⼊学者には、「三重県医師修学資⾦」の貸与を受けていただくことになります。

選抜⽅式

 [第1次選考]
令和8年度⼤学⼊学共通テストの成績
に基づいて募集⼈員の2倍程度までの合
格者を決定し、調査書、推薦書、志願
理由書及び所信書は合否判定の参考
とします。

[第2次選考]
第1次選考に合格した者について、⼩論
⽂及び⾯接の結果を総合して⾏います。

1．⾼等学校若しくは中等教育学校を令和7年3⽉に卒業した者及び令和8年3⽉に卒業⾒込みの者。
2．学校教育法施⾏規則第93条第3項の規定に基づき、令和6年度中及び令和7年度中に⾼等学校若しくは中等教育学校を卒業⼜は卒業⾒込みの者。
3．⽂部科学⼤⾂が⾼等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を令和6年4⽉から令和8年3⽉までに修了⼜は修了⾒込みの者。
上記１〜３のいずれかに該当し、次の要件を満たす者。
（1）将来の医師及び医学研究者にふさわしい優れた能⼒・倫理観・責任感を有する者。
（2）⾼等学校若しくは中等教育学校における学習成績概評がA段階の者。
（3）令和8年度⼤学⼊学共通テストにおいて、本学科が指定した教科・科⽬を受験する者。

各推薦枠共通要件に加え、以下の（1）⼜は（2）、に該当し、（3）〜（5）の条件を満たす者。
（1）卒業あるいは卒業⾒込みの⾼等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県内であること。
（2）卒業あるいは卒業⾒込みの⾼等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県外であっても、出願時において、出願予定者を現に扶養する者が3年以上三重県内に居住している者。
（出願時に、住⺠票（マイナンバーの記載がないもの）で確認します。）
（3）「地域枠A」での志願者には誓約書、同意書及び本⼈確認書類を提出していただきます。
（4）「地域枠A」の⼊学者には、「三重県医師修学資⾦」の貸与を受けていただくとともに、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成卒前⽀援プラン」の適⽤を受けていただきます。
（5）卒業後は、「三重県地域医療⽀援センターキャリア形成プログラム」に基づき、三重県の指定する医療機関等で、9年間勤務していただきます。

診療科の選定
の有無

（※1）貴⼤学において、PRのために作成した⽂書（リーフレット、ホームページ、テレビ、新聞、雑誌等）に記載の内容（貴⼤学において作成予定の学⽣募集要項に記載予定の内容）をご記⼊ください。
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１－２．教育内容

②（過去に地域枠を設定したことがある場合）これまでの取組・実績を、3〜5⾏程度で簡潔にご記⼊ください。

③上記①の教育内容（正規科⽬）について、講義・実習科⽬内容をご記⼊ください。また、参考としてシラバスの写しをご提出ください。

地域枠学⽣ その他の学⽣

第1学年 国際保健と地域
医療

全員 必修 必修 講義 2

第1、2学年 医療と社会 全員 必修 必修 実習 9

第4、5学年 臨床実習（家
庭医療学）

全員 必修 必修 実習 62

第1〜5学年 早期海外医学
体験実習

全員 選択 選択 実習 1

※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

④⼤学の正規科⽬以外で、提供する地域医療教育プログラムがあれば、その内容をご記⼊ください。

対象学年 プログラム名 対象者
（※1）

期間
（例︓○週間） 開始年度

第1〜6学年
地域枠B学⽣及
び卒業⽣の懇談
会

地域枠学⽣ 年2回（地区ごとにそれ
ぞれ複数⽇開催） H23

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学⽣を「地域枠学⽣」「全員」のうちから選択ください。
※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

⑤上記③④以外に、地域医療を担う医師の養成に関する取組等があれば、簡潔にご記⼊ください。（令和７年度以前から継続する取組を含む）（1〜2⾏程度）

※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学⽣を「地域枠学⽣」「全員」のうちから選択ください。（地域枠学⽣の希望者のみの場合は、対象者を「地域枠学⽣」、必修／選択の別を「選択」とご記載ください。）

平成20年度から地域枠による増員を開始し、三重県内各医療機関等での実習な
ど、継続的な地域医療学修プログラムを実施してきた。令和7年度までに602名の地
域枠学⽣を確保し、地域医療に貢献している。

（参考︓記⼊例）
平成○年度から地域枠による増員を開始し、□□、■■などの取組を⾏ってきた。令和７年度までに△名の地域枠学⽣を確保し、そのうち▲名が現在〜〜として地域医療に貢献している。

（参考︓記⼊例）
1〜2年次には、「○○」という科⽬を開講するとともに「△△」を必修化し、〜〜を学んでいる。3〜4年次には、××実習を⾏い、〜〜を学んでいる。令和８年度からは、■■を新たに開始するなど、〜〜を図ることとしている。

プログラムの概要（1〜2⾏程度）

地域枠B⼊学者を対象に、本学医学部において、附属病院、推薦病院の関係者、推薦市町の関係者、地域枠B卒業⽣を集め、地域医療、医師確保の状況等の説明及びディスカッションを⾏っている。

取組の名称 取組の概要（1〜2⾏程度） 開始年度

地域枠⼊学者に対する説明会 地域枠⼊学者に対し､医学部医学科の卒前教育に加え､地域医療での果
たすべき役割及び卒後のキャリアパス等についての説明を⾏っている。 H21以前

地域枠学⽣との個別・グループ⾯
談

地域枠⼊学者に対し、医学部医学科での各学年時の修学状況の確認を
⾏うとともに、将来、地域医療での果たすべき役割や卒後のキャリアパス等に
ついて、⾯談等により確認を⾏っている。

H21以前

H21以前

地域枠学⽣に必要な授業を全ての学⽣を対象に実施する⽅針をとっており、⼤学だ
けでなく、三重県､市町､地域保健医療福祉機関等の協⼒による講義･実習を実施
している。また、1年次から開始する地域基盤型保健医療教育から卒業前の臨床実
習まで、学⽣の学修の順次性に配慮した継続的な地域医療学修プログラムを実施
し、医療だけでなく、公衆衛⽣、予防医学、医療格差、医療制度を学修するプログラ
ムも構築している。さらに、同じく1年次から参加可能な｢早期海外医学体験実習｣に
より、海外の地域医療の知⾒を得て、三重県の地域医療への新しい視点を持つ試み
を実施している。

対象学年 講義・実習名 対象者
（※1）

必修／選択の別
講義／実習の別 単位

数

三重県と三重県内の推薦市町と
連携

H27

①地域枠学⽣が卒後に勤務することが⾒込まれる都道府県での地域医療実習など、地域医療を担う医師養成の観点からの教育内容の概要（令和８年度）について、5〜6⾏程度で簡潔にご記⼊ください。

都道府県との連携

開始年度

H23

H21以前
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２．都道府県等との連携等

⽉額 総貸与額 ⼤学の関与の
有無 (※1）

三重県 30 その他（備考
欄に記⼊）

⼊学年度︓
1,517,800円
2〜6年⽣︓
1,235,800円
（年額）

7,696,800 × 無

三重県 5 その他（備考
欄に記⼊）

⼊学年度︓
1,517,800円
2〜6年⽣︓
1,235,800円
（年額）

7,696,800 × 有（義務）

・内科
・外科
・救急科
・総合診療科

 (※1）診療科の限定または推奨がある場合は、備考欄に詳細をご記⼊ください。
※該当がない場合は、何も記⼊せずにそのままご提出ください。

②その他、都道府県と連携した取組があれば、簡潔にご記⼊ください。（1〜2⾏程度）

※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

3．在学中の地域枠学⽣に対する⼤学の相談・指導、卒後のキャリアパス形成等に対する⽀援
在学中の地域枠学⽣に対する⼤学の相談・指導、卒後のキャリアパス形成等に対する⽀援についてご記⼊ください。（都道府県と連携した取組を含む）（1〜2⾏程度）

※該当がない場合は、何も記⼊せずにご提出ください。

４．その他

取組の名称

備考

・貸与対象︓
三重⼤学医学部地域枠の医学⽣
（地域枠Ａ、地域医療枠︓１〜６年⽣）
・選抜時期︓
⼊学後に県で⾯接等を⾏い、貸与を決定

・貸与対象︓
三重⼤学医学部地域枠の医学⽣
（地域枠Ｂ︓１〜６年⽣）
・選抜時期︓
⼊学後に県で⾯接等を⾏い、貸与を決定

診療科の選定の有無
（診療科の選定が

有る場合）
その診療科名選抜時期

選抜⽅法

④その他（備
考欄に記⼊）

④その他（備
考欄に記⼊）

返還免除要件

医学部を卒業後、三重県地域
医療⽀援センターキャリア形成プ
ログラムに基づき、医師として9
年間、県内で勤務することによ
り、貸与額全額の返還を免除す
る。

医学部を卒業後、三重県地域
医療⽀援センターキャリア形成プ
ログラムに基づき、医師として9
年間、県内で勤務することによ
り、貸与額全額の返還を免除す
る。

特になし。

貸与対象
貸与額 （例︓200,000）

取組の概要（1〜2⾏程度） 開始年度

三重県地域医療⽀援センター
キャリア形成卒前⽀援プラン

地域枠等の学⽣等に対して、地域医療や将来の職業選択に対する意識
の涵養を図り、学⽣の期間を通じて地域医療に貢献するキャリアを描けるよ
う⽀援する。

R5

①都道府県が設定する奨学⾦について、以下をご記⼊ください。併せて、都道府県が厚⽣労働省に提出する予定の地域の医師確保等に関する計画及び「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成元年法律第64号）第４条に規定する都道府県計画等に位置づけることを約束する⽂書を添付して下さい。
なお、複数の奨学⾦を設定している場合は、それぞれ記⼊ください。

１〜３に記⼊したもの以外で、その他、地域の医師確保の観点から⼤学の今後の取組があれば、簡潔にご記⼊ください。（1〜3⾏程度）
特に、都道府県からの奨学⾦の貸与を受ける者、地域枠⼊学者を確保するために貴⼤学で取り組まれていることや今後の取組予定がありましたら、ご記⼊ください。

奨学⾦の設定
主体 貸与⼈数

取組の名称 取組の概要（1〜2⾏程度） 開始年度

地域枠⼊学者に対する説明会 地域枠⼊学者に対し､医学部医学科の卒前教育に加え､地域医療での果
たすべき役割及び卒後のキャリアパス等についての説明を⾏っている。 H21以前

地域枠学⽣との個別・グループ⾯
談

地域枠⼊学者に対し、医学部医学科での各学年時の修学状況の確認を
⾏うとともに、将来、地域医療での果たすべき役割や卒後のキャリアパス等に
ついて、⾯談等により確認を⾏っている。

H21以前
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令和７年度

入 学 者 選 抜 要 項 

三 重 大 学 
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４．出 願 資 格 

 本学の一般選抜に出願することができる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ令和 7年度大学入

学共通テストにおいて，本学が指定した教科・科目を受験した者です。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和 7年 3月卒業見込みの者

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び令和 7年 3月修了見込みの者

(3) 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11 号）第 150 条の規定により，高等学校を卒業した者

と同等以上の学力があると認められる者及び令和 7年 3月 31 日までにこれに該当する見込みの者

（次の①から⑥のいずれかに該当する者）

① 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者及び令和 7 年 3月 31 日までに修了見込

みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者及び令和 7年 3月 31 日までに修了見込みの者

③ 専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

及び令和 7年 3月 31 日までに修了見込みの者

④ 文部科学大臣の指定した者

⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17年文部科学省令第 1号）により文部科学大臣が行う高等

学校卒業程度認定試験に合格した者及び令和 7年 3月 31 日までに合格見込みの者で，令和 7年 3月

31 日までに 18歳に達するもの（同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭

和 26年文部省令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

⑥ 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で，令和 7年 3月 31 日までに 18歳に達するもの

「注」 

 出願資格⑥により出願を希望する者については，本学への出願前に個別の入学資格審査を行います

ので，必要書類を添えて申請してください。個別の入学資格審査の詳細については，本学ウェブサイ

トの「入試情報」（https://www.mie-u.ac.jp/exam/index.html）を参照してください。

なお，他大学において入学資格の認定を受け，令和 7 年度大学入学共通テストに出願し受験した者

が，本学の一般選抜に出願する場合は，出願受付開始日の 7日前（令和 7年 1月 20 日(月)）までに申

請してください。(土・日・祝日・年末年始を除く。) 

問い合わせ先 三重大学学務部入試チーム 

電話 059－231－9063 
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令和７年度

学校推薦型選抜学生募集要項 

三 重 大 学 
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◎医 学 部 
医学科：学校推薦型選抜地域枠では，卒業後，三重県地域医療支援センターのキャリア形成プログラム 

に沿って勤務し（注 1），三重県内での医療・医学の発展とその継続に貢献することを確約できる

志願者を募集します。地域枠合格者には，「三重県医師修学資金」の貸与を受けていただくこと

になります。 

 

       地域枠Ａでは，入学後，医学部医学・看護学教育センターの指導・助言を受けるとともに，三

重県地域医療支援センターのキャリア形成卒前支援プランの適用を受けて，医学部での地域医療

の学習を行います。卒業後は, 三重大学医学部附属病院又は三重県内の基幹型臨床研修病院での

臨床研修プログラムに参加します（注 2）。その後，専門医取得を目的として三重大学医学部附属

病院群での専門研修プログラムに沿って研修します。また，出願時には，三重県での医療と医学

の発展に貢献するにあたっての所信書の提出を義務付けます。 

 

       地域枠Ｂでは，1 市・町から推薦できる人数は 2 名以内とします。地域枠Ｂ入学者は入学後，

医学部医学・看護学教育センターの指導・助言を受けるとともに，三重県地域医療支援センター

のキャリア形成卒前支援プランの適用を受けて，医学部での地域医療の学習を行います。卒業後

は, 三重大学医学部附属病院又は推薦病院での臨床研修プログラムに参加します。その後，専門

医取得を目的として三重大学医学部附属病院群での専門研修プログラムに沿って研修するとと

もに，指定する診療科（内科，外科，救急科，総合診療科）（注 3）において勤務します。また，

出願時には，三重県及び推薦地域での医療と医学の発展に貢献するにあたっての所信書の提出を

義務付けます。 

 

       一般枠志願者においても，卒業後一定期間，三重県内で医療・医学領域に貢献する意志のある

志願者を募集します。また，出願時には，三重県での医療・医学に貢献するにあたっての所信書

の提出を義務付けます。 

 

       三重県医師修学資金は，在学中に貸与を受け，キャリア形成卒前支援プランに沿って地域医療

の学習を行い，医学部卒業後に，医師としてキャリア形成プログラムに沿って一定の年数を三重

県内の医療機関等に勤務することにより，貸与額全額の返還が免除されます。 

        

       詳細については，三重県医療保健部医療人材課の三重県医師修学資金のウェブサイトを参照し

てください。 

 

（注 1）医師不足地域での一定期間の勤務を含みます。 

（注 2）基幹型臨床研修病院とは，臨床研修病院のうち，他の病院又は診療所と共同して臨床研修を 

行う病院であって，当該臨床研修の全体的な管理・責任を有する病院をいいます。 

  （注 3）医療不足地域における需要が高く，今後の地域医療体制の確保に必要な診療科を指定します。

なお，推薦地域での勤務において，選択した診療科の指導医がいない場合は，指導医がいる

診療科で勤務していただきます。 
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学科・区分 推  薦  要  件 

医 学 科 

 

募 集 人 員 

40 名 

「注 2」 

各 推 薦 枠 

共 通 要 件 

1．高等学校若しくは中等教育学校を令和 6 年 3 月に卒業した者及び令和 7 年 3 月に卒業見込みの者 

2．学校教育法施行規則第 93 条第 3 項の規定に基づき，令和 5 年度中及び令和 6 年度中に高等学校

若しくは中等教育学校を卒業又は卒業見込みの者 

3．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を令和 5 年 4 月から令和 7 年 3 月までに修了又は修了見込みの者 

上記 1～3 のいずれかに該当し，次の要件を満たす者 

（1）将来の医師及び医学研究者にふさわしい優れた能力・倫理観・責任感を有する者 

（2）高等学校若しくは中等教育学校における学習成績概評が A 段階の者 

（3）令和 7 年度大学入学共通テストにおいて，本学科が指定した教科・科目を受験する者 

一 般 枠 

 

募集人員 

10 名程度 

上記，各推薦枠共通要件を満たす者 

地 域 枠 Ａ 

 

募集人員 

25 名程度 

各推薦枠共通要件に加え，以下の(1)又は(2)に該当し，(3)～(5)の条件を満たす者 

（1）卒業あるいは卒業見込みの高等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県内であること。 

（2）卒業あるいは卒業見込みの高等学校若しくは中等教育学校の所在地が三重県外であっても，出

願時において、出願予定者を現に扶養する者「注 1」が 3 年以上三重県内に居住している者（出

願時に，住民票（マイナンバーの記載がないもの）で確認します。） 

（3）「地域枠Ａ」での志願者には誓約書，同意書及び本人確認書類を提出していただきます。 

（4）「地域枠Ａ」の入学者には，「三重県医師修学資金」の貸与を受けていただくとともに，「三重県

地域医療支援センターキャリア形成卒前支援プラン」の適用を受けていただきます。 

（5）卒業後は，「三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラム」に基づき，三重県の指定す

る医療機関等で，9 年間勤務していただきます。 

地 域 枠 Ｂ 

 

募集人員 

5 名程度 

各推薦枠共通要件に加え，以下の(1)～(5)の条件を満たす者 

（1）出願時において、出願予定者を現に扶養する者「注 1」が 3 年以上対象とする市・町に居住し

ている者（出願時に，住民票（マイナンバーの記載がないもの）で確認します。） 

（2）対象とする市・町長と，三重大学医学部が指定する病院（三重県立志摩病院，尾鷲総合病院，

紀南病院組合立紀南病院，伊賀市立上野総合市民病院，岡波総合病院，名張市立病院，三重県立

一志病院，三重厚生連松阪中央総合病院，済生会松阪総合病院，松阪市民病院）のいずれかの病

院長とが共同で行う面接によって，地域医療を担う医師にふさわしい優れた能力・倫理観・責任

感を有する者であるかの評価を受け，対象とする市・町長の推薦を受けたもの 

対象とする市・町：鳥羽市，志摩市，南伊勢町，大紀町，大台町，多気町，紀北町，尾鷲市，

熊野市，御浜町，紀宝町，伊賀市，名張市，津市（旧美杉村に限る），松阪市（旧飯南町，旧飯高

町に限る） 

（3）「地域枠Ｂ」での志願者には誓約書，同意書及び本人確認書類を提出していただきます。 

（4）「地域枠Ｂ」の入学者には，「三重県医師修学資金」の貸与を受けていただくとともに，「三重県

地域医療支援センターキャリア形成卒前支援プラン」の適用を受けていただきます。 

（5）卒業後は，「三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラム」に基づき，三重県の指定す

る医療機関等で，9 年間勤務していただきます。なお，臨床研修後は，指定する診療科（内科，

外科，救急科，総合診療科）の医師として勤務していただきます。「注 3」 

「注 1」現に扶養する扶養義務者を指します。出願時から遡って 3年以上，三重県内で扶養していることが必要です。扶養関係を認定する 

ための資料の提出をお願いする場合があります。 

「注 2」医学部医学科の募集人数は記載の人数で文部科学省及び厚生労働省へ認可手続申請中です。 

    確定次第本学ウェブサイト「入試情報」でお知らせします。 https:/ www.mie-u.ac.jp/exam/index.html 

「注 3」推薦地域での勤務において，選択した診療科の指導医がいない場合は，指導医がいる診療科で勤務していただきます。 
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令和７年度 

学 生 募 集 要 項 

 一般選抜［ 前期日程・後期日程 ］ 

三 重 大 学 

― 学則変更の趣旨 28 ―



 

３．出願資格等 

〇出願資格 
本学の一般選抜に出願することができる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ令和７年度大学入学

共通テストにおいて，本学が指定した教科・科目を受験した者です。 
⑴ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和７年３月卒業見込みの者 
⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和７年３月修了見込みの者 
⑶ 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条の規定により，高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者及び令和７年３月31日までにこれに該当する見込みの者（次の①から
⑥のいずれかに該当する者） 
① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び令和７年３月31日までに修了見込みの

者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者及び令和７年３月31日までに修了見込みの者 
③ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者及
び令和７年３月31日までに修了見込みの者 

④ 文部科学大臣の指定した者 
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）により文部科学大臣が行う高等学

校卒業程度認定試験に合格した者及び令和７年３月31日までに合格見込みの者で，令和７年３月31日
までに18歳に達するもの（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年
文部省令第13条）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

⑥ 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で，令和７年３月31日までに18歳に達するもの 

 
「注」 

出願資格⑥により出願を希望する者については，本学への出願前に個別の入学資格審査を行いますので，
必要書類を添えて申請してください。個別の入学資格審査の詳細については，本学ウェブサイトの「入試
情報」(<URL> https://www.mie-u.ac.jp/exam/index.html)を参照してください。 

なお，他大学において入学資格の認定を受け，令和７年度大学入学共通テストに出願し受験した者が，
本学の一般選抜に出願する場合は，出願受付開始日の７日前（令和７年１月20日㈪）までに申請してくだ
さい。（土・日・祝日・年末年始を除く） 

４．過年度の大学入学共通テスト成績 

過年度の大学入学共通テストの成績は，全ての学部・学科等において利用しません。 

５．出願手続 

⑴ 出願方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット出願の流れ（６～７ページ参照） 

Stepl インターネット出願登録 
パソコン・スマートフォン等で本学ウェブサイトから「インターネット出願

サイト」にアクセスし，必要情報を入力，登録してください。 

▼ 
Step2 入学検定料（17,000円）

の支払い 

インターネット出願サイトの指示に従って，検定料をお支払いくださ
い。 

＜ 注意 ＞ 

１．インターネット出願は，インターネットでの入力及び入学検定料の支払いを行っただけでは出願
手続き完了にはなりません。出願期間内に必要な出願書類等が到着するように，書留速達で郵送す
る必要があります。 

２．前期日程と後期日程の両方に出願する場合は，それぞれインターネットでの入力，入学検定料の
支払い及び出願書類等の郵送が必要となります。 

３．インターネット出願サイトでの志願者情報登録後，48時間以内に入学検定料を支払う必要があり
ます。（ただし，令和７年２月５日㈬17時までとなります。） 

４．上記１及び２を考慮し，余裕をもってインターネット出願を行ってください。 

5
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３ 医 学 部 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

－このような人を育てます－ 

医学部における教育に関する方針は，「医療に求められる使命感，倫理観，臨床判断力・実践力と医学・看

護学研究を推進する創造的研究力を培い，人類の健康と福祉に貢献する医療人を育成する」ことです。 

医学科では，基礎医学，社会医学，臨床医学の分野で活躍する人材を養成していきます。すなわち，コミ

ュニケーション能力に優れ，幅広い知識と質の高い技術を持って患者中心の医療を実践できる能力，自ら問

題を発見し科学的根拠に基づいた思考によって問題を解決できる能力，あるいは地域及び国際社会における

健康の増進，疾病の予防に寄与し，人類の保健，繁栄に貢献できる能力を養います。 

看護学科では，人間の誕生から死に至るまでの，様々な健康状態にある人達の健康と生活の質の向上にむ

けた支援ができるよう，Heart（こころ）・Head（専門知識）・Hand（専門技術）を伸ばす教育を通して，広く

保健・医療に携わる看護職者を育成します。そして，倫理観と責任感を備え，協調性のある豊かな人間性と

国際的感覚をもち，地域医療・保健に貢献できる看護職者の育成に努めます。 

 

－このような人を求めます－ 

医学科では特に以下の人を求めます。 

●医学の進歩と人類の健康の向上に対して高い関心を持っている。 

●入学後の修学に必要な学習能力と誠実な人間性を備えている。 

●困難に立ち向かう強さと人への優しさを備えている。 

●地域医療への貢献に対する意識を持っている。 
 

看護学科では特に以下の人を求めます。 

●看護職者を目指すために必要な基礎学力を備え，論理的に物事を考えられる人。 

●人の健康に関心が強く，看護の分野で社会に貢献する意志をもっている人。 

●探求心と自立心をもって，主体的・協働的に課題に取り組める人。 

●相手の立場を理解し，柔軟に物事を考え，表現できる人。 

●国際的な視野をもち，地域の医療・保健の向上に貢献することを希望する人。 

 

－入学者選抜方針－ 

●一般選抜前期日程 

医学科では，大学入学共通テスト以外に大学入学共通テストだけでは不十分と思われる内容に関して個

別学力検査を課し，両者の総合点で科学的，論理的な思考や医学を学び活かすための基礎学力の程度を評

価します。面接で，医師としての適格性を判断することにより，アドミッション・ポリシーに沿った人材

の選抜を行います。 

看護学科では，総合的基礎学力を重視し，目的意識を向上させ実現できる力を総合的に評価するために，

大学入学共通テストと個別学力検査等（英語を必須とし，国語又は数学から１教科を選択の２教科の筆記

試験，面接）を実施します。 

 

●一般選抜後期日程 

医学科では，大学入学共通テスト以外に大学入学共通テストだけでは不十分と思われる内容に関して個

別学力検査を課し，両者の総合点で科学的，論理的な思考や医学を学び活かすための基礎学力の程度を評

価します。面接で，医師としての適格性を判断することにより，アドミッション・ポリシーに沿った人材

の選抜を行います。 

看護学科では，総合的基礎学力と，人間・環境・健康などへの洞察力，論理性，表現力を評価するため

に，大学入学共通テストと小論文，面接を実施します。 

47
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�01�8�|010}qr01T�T���EA*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���1��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���1T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�������A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�����T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�]01��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�]01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�>01��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�>01T�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�|01� c01�?�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}�|01� c01���?�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}��01� cA*+*4l*+*,
�01�8�|010}����  �|A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� o>A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� qrA*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� ��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� ��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� ��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� ��A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� ���1A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� ¡�A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� �]A*+*4l*+*,
�01�8�|010}���� T�|�� �>A*+*4l*+*,
�¢�8¢��A*+*4l*+*,
�£�8¤¥£��¤¥£�� cA*+*4l*+*,
�£�8¤¥£��¦§£�� cA*+*4l*+*,
�£�8¤¥£��¨©¨ª£� Ô_A*+*4l*+*,
�£�8¤¥£��«y9�� cA*+*4l*+*,
�£�8¤¥£��¬­�� cA*+*4l*+*,
�£�8¤¥£����£�� cA*+*,
�£�8¤¥£��¨ª��£� Ô_A*+*4
��®mn�8mn¯C��01� ckEFA*+*4
��®mn�8mn¯C��°��®� cA*+*4
��®mn�8mn¯C��±²mn� cA*+*4
��®mn�8mn¯C���³ X´� cA*+*4
��®mn�8.�CD��01� ckEFA*+*4
��®mn�8.�CD��BµCD� cA*+*4
��®mn�8.�CD��CD��� cA*+*4
��®mn�8.�CD��°�¶·� cA*+*4
��®mn�8�®¸�¹9��01� ckEFA*+*4
��®mn�8�®¸�¹9���¹¦º� cA*+*4
��®mn�8�®¸�¹9��U��¹� cA*+*4
��®mn�8U��®mn��U��®� cA*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn��¤¥��� cA*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn��°²CD� cA*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn��°²CD� c¼°�?@½A*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn��°²CD� c¼±²��?@½A*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn��°²CD� c¼°�£�?@½A*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn��U�mn� cA*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn���¹9�� cA*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn���¹9�� c¼�¹¦º?@½A*+*»l*+*,
��®mn�8�®mn���¹9�� c¼U��¹?@½A*+*4l*+*,
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 医保第２０－１３２号 

令 和 ７ 年 ８ 月 7 日 

 

 

厚生労働省医政局長 様 

 

 

 

三重県医療保健部長 

 
 

 

地域の医師確保のための入学定員増に係る誓約書 

 

 

令和７年８月５日付け７文科高第 666 号、医政発 0805 第５号に基づき、下記のとお

り、令和８年度における地域の医師確保のための入学定員増を行うこととしました。 

 地域の医師確保等に関する計画、都道府県計画等に沿って、地域枠入学者が地域に定

着するよう取組を行います。 

 

 

記 
増員数 

  ２０名 

  ・三重大学医学部における地域枠：２０名 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

担当  ：医療人材課医師確保班  

電話番号：059-224-2326 

   メールアドレス：iryokai@pref.mie.lg.jp 
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学生確保の見通し等を記載した書類 

（三重大学医学部医学科） 

（１）収容定員を増加する組織の概要

① 収容定員を増加する組織の概要 P２ 

② 収容定員を増加する組織の特色 P２ 

（２）人材需要の社会的な動向等

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） P３ 

② 中長期的な 18歳人口の全国的、地域的動向等 P４ 

③ 既設組織の学生確保・定員充足の状況 P５ 

（３）学生確保の見通し

① 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 P５ 

② 医学分野の全国的入試動向 P５ 

③ 競合校の入試状況分析 P６ 

④ 学生納付金の金額設定 P６ 

（４）新設組織の定員設定の理由 P６ 
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（１）収容定員を増加する組織の概要  

① 収容定員を増加する組織の概要 

組織 入学定員 収容定員 所在地 

三重大学医学部医学科 125 750 三重県津市江戸橋 2-174 

（令和７年４月現在） 

 

② 収容定員を増加する組織の特色 

    三重大学医学部（以下、「本学部」）は、昭和 19 年に設立された三重県立医学専門学校に始ま

り、昭和 22 年の三重県立医科大学、昭和 25 年の三重県立大学医学部を経て、昭和 47 年に国立

移管され今年で創立 81周年を迎える。 

平成 27年の文部科学省による国立大学のミッションの再定義では、三重大学（以下、「本学」）

は重点支援 ①「主として、地域に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・

特色のある分野で世界・全国的な教育研究を推進する取組を中核とする国立大学」を選択し、医

学部は「多くの学生に海外での臨床実習を経験させ、国際的な視点で地域医療を担う人材の育成」

を通して「国際的に活躍できる医療人・研究人材養成の強化、世界的課題に関する研究や医療支

援を通じて国際社会への貢献」を目指している。 

令和３年には、一般社団法人日本医学教育評価機構（JACME）・世界医学教育連盟（WFME）によ

る医学教育分野別評価で、国際標準の医学教育を実施する大学としての適合評価を受けた。 

医学部の本質的な存在意義は、人々の健康に寄与する「医療人材」、「研究成果」、「先進医療」

を社会に提供することであるとの考えに立ち、本学部は、地域社会を支える保健医療人材の育成

と地域社会の保健医療を向上させる科学的知見の発見、新しい医療の創出により、地域の保健・ 

医療・福祉の維持発展に貢献することを目指している。 

令和２年度には、厚生労働省による「総合診療能力を持つ医師の養成事業」の採択を受け、医

学科生に対して総合診療医になるための継続的なサポートを提供し、卒前から専門研修までの 12

年間の継続的な教育を実施する総合診療医養成プログラム Mie GP 12 (Mie General 

Practitioner 12)を立案し、令和３年（2021年）11月、総合診療医の養成・確保の拠点として、

三重大学医学部総合診療教育開発センターを設置した。このセンターを中心に本学部と附属病院

が協力しながら、総合診療医の養成を進めている。 

また、令和３年には、文部科学省による「感染症医療人材養成事業」の採択を受け、感染症対

策教育に使用するシミュレーター、救急外来での処置をVRの活用により感染リスクなく学習し、

感染・汚染部位を AR で可視化してゾーニングを学習できるハイブリッド授業システムの導入な

ど、感染症医療人材養成のための教育環境の整備を進めている。本事業の展開により、地域社会

に必要な感染症医療人材の供給、多職種が連携する包括的な感染症対策活動を担える人材の育成、

大規模災害時でも最善の感染症対策と感染症診療を実施できる人材の育成を図っている。 

さらに文部科学省による令和４年研究拠点形成費等補助金「ポストコロナ時代の医療人材養成

拠点形成事業」の採択を受け、本学と高知大学、和歌山県立医科大学が協力し７年間の事業に取

り組んでいる。本学を含む３大学は教育・研究・先進医療活動のみならず、地域医療の要として

大きな責任を有しており、各県においては、高い高齢化率、人口減少、県庁所在地から遠隔地の

医療確保といった共通課題が山積している。このような地域のニーズに応え、地域における医療

―　学生確保　2　―



状況を把握し、問題解決への意欲を備えた医療人（「黒潮医療人」と呼称）を育て輩出していくこ

とを目指している。 

 

 

（２）人材需要の社会的な動向等 

① 収容定員を増加する組織で養成する人材の地域的、社会的動向 

令和４年の厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」によると、三重県における人口 10

万人あたりの医師数は 241.2 人で、全国平均の 262.1 人に比べて 20.9 人少なく、全国の順

位は 34 位となっている。診療科別にみると、救急科、麻酔科が三重県全体で全国平均より

著しく低くなっている。県内地域別では、特にへき地の医療機関に勤務する医師、小児科・

産婦人科・脳神経外科・麻酔科・救急科などの診療科を専攻する医師の不足が深刻な状況に

ある。そのため、県民に対する良質で格差のない効率的な医療を提供していくための地域医

療体制の整備が緊急の課題となっている。 

このような観点から本学では、次に示すような取組みを実施しており、今後も継続する。 

 

（ア）地域枠の設定 

本学部医学科では、入学定員暫定措置や三重県が実施する医師修学資金貸与制度を最

大限活用して、地域枠学生の県内定着に取り組んでいる。平成 20 年度以降増員した入

学定員のうち三重県が貸与する奨学金と連動するもの（新医師確保総合対策、緊急医師

確保対策、平成 22年度以降の「地域枠」）として、学校推薦型選抜の「地域枠 A」25名、

「地域枠 B」５名、一般選抜の「三重県地域医療枠」５名（前期日程募集人数 75名に含

む）を引き続き設定する。なお、「地域枠 B」については、医師不足地域における需要が

高く、今後の地域医療体制の確保において特に必要となる診療科の医師確保のため、令

和６年度入学者より診療科指定（内科、外科、救急科、総合診療科のいずれかを選択）

を設定している。 

 

（イ）特色のある地域医療教育を実践 

本学部医学科では、その教育理念に基づいて、特色のある地域医療教育を実践し、三

重県、市町村振興協会、地域の関係教育病院の協力を得て、６年間を通して地域で学べ

る体制を整備している。引き続き、医学部入学後早期から地域保健医療との接触を増や

すことで、学生が地域医療の特性を理解し、その重要性や地域でのやりがいを実感でき

るカリキュラムの充実を図る。 

 

（ウ）学生（卒業生）を地域に定着させるための取組み 

卒前教育においては、第１～２学年の授業「医療と社会」での地域基盤型保健医療教

育実習、第４～６学年「臨床実習」での地域医療機関実習をはじめとした地域社会と連

携したカリキュラムをさらに発展させる。さらに医師の地域偏在や診療科偏在などの三

重県の地域医療が抱える課題を理解し、課題解決を考える臨床教育を実施することで、

医学部卒業後に三重県での医療に貢献する意識付けを行う。 
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また、卒後教育体制においては、平成 24年度以降、卒前医学教育担当部門である「医

学・看護学教育センター」、卒後臨床研修を担当する「臨床研修・キャリア支援部」、県

内の臨床研修病院が参加する「NPO法人 MMC 卒後臨床研修センター」、三重県が設置する

「三重県地域医療支援センター」の４者が連携して、学生・研修医のキャリアを支援す

るシームレスな教育体制を構築している。 

これらの活動により、卒後 10 年目までの目標・ゴールを見据えたキャリア支援を実

施できる体制が整備され、継続性のある卒前教育・卒後初期臨床研修・専門研修プログ

ラムが提供される状況にある。今後も卒前・卒後の一貫性のある教育体制を継続する。 

地域枠制度の導入や医学・看護学教育センターを中心とした教育機能の強化によって、全

入学者内に占める三重県内出身者数は、一定の割合以上を維持している。医師国家試験に合

格した卒業生は医師として医療機関に就職しており、就職状況【資料１】が示すように、三

重県内での初期臨床研修医は概ね 70 名以上となっている。その結果として、医師不足の解

消に向けた成果が結実しつつあり、地域医療体制の向上が図られている。 

② 中長期的な 18歳人口の全国的、地域的動向等

総務省統計局の人口推計（2024 年 10月１日現在）から、日本全体の 18歳人口は以下のと

おり推移していくことが考えられ、2034年の 18歳人口は対 2024年比約 91%となることが推

察される。 

また、本学部医学科への志願者、入学者の多い三重県、愛知県の状況を見ると、2034年の

18 歳人口は対 2024年比三重県で約 84%、愛知県で約 92%となることが推察される。 

●18 歳人口の推移

年 
日本全体   

（対 2025年比） 

三重県   

（対 2025年比） 

愛知県   

（対 2025年比） 

2025年 108.5万人 15,848 人 69,379 人 

2035年 94.0万人 

（86.6%） 

12,514 人 

（79%） 

61,507 人 

（88.7%） 

（出典：総務省統計局 人口推計 2024年 10月１日現在） 

（出典：三重県 月別人口調査を集計した年報 2024年 10月 1日現在） 

（出典：愛知県 愛知県人口動向調査結果年報 2024年 10月 1日現在） 

※2025年は推計時点で 17歳、2035年は推計時点で７歳の人口を記載している。

上記のとおり、今後 18 歳人口の減少が想定されるが、全国における大学進学率は 58.4%

（2024 年現在）と上昇を続けていることや、本学部医学科の志願者数や定員充足状況を踏ま

えると、引き続き十分な志願者が獲得できると考える。（大学進学率に係る出典：リクルート

進学総研マーケットリポート 2024 （2025年２月号） 

URL:https://souken.shingakunet.com/research/pdf/2024_souken_report/2024_souken_re

port.pdf） 
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③ 既設組織の学生確保・定員充足の状況

過去５年間（令和３年度～令和７年度）の入学者選抜実施状況を見ると、増減はあるもの

の、安定した志願者数、受験者数、入学者数を確保していることから、学生を充分に確保す

ることができると考えている。【資料２】 

また、入学者に占める三重県内出身者は、過去５年間（令和３年度～令和７年度）の平均

で 43.0%となっており、県内出身者も安定的に確保出来ている。【資料３】 

本学部医学科の過去５年の入試状況では、平均志願者数は 678 人であり、平均志願倍率は

5.4 倍となっている。また、定員充足率は過去５年通して 100％である。 

入学定員に対する志願者数及び入学者並びに定員充足率は、入学試験実施状況【資料２】

に示すように、適正に管理されており、本学部医学科入学定員及び収容定員を増員しても、

これまでと同様に長期的に安定した学生の確保を図ることができると考える。 

（３）学生確保の見通し

① 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果

（ア）既設組織における取組とその目標

本学部医学科では、学生募集要項に限らず、ホームページ、進学説明会、オープンキャ

ンパス、高校訪問等により、教育の理念、教育の特色及び入試情報を伝えるべく、幅広

い広報活動を行っている。また、県内を中心に地域枠入学者を確保する活動を続け、地

域の医師確保に努めている。 

A）オープンキャンパス

本学では、例年、オープンキャンパスを夏（８月）と秋（10 月）の年２回開催し、

学部ガイダンスや模擬授業、研究室見学、学内施設見学等の企画を実施することで、

本学での具体的な学びのイメージを持ってもらう機会を提供してきた。 

令和７年度は上記に加え、春（３月）も予定しており、年３回の開催とするほか、企

画内容の充実等も図る。 

B）高校訪問

本学の教員が県内を訪問し、学部の紹介や入試制度等についての説明を実施するこ

とで、本学への興味・関心を持ってもらう機会を提供している。 

② 医学分野の全国的入試動向

河合塾が公表する「国公立大入試結果（全体概況）」(URL: https://www.keinet.ne.jp/

exam/past/pdf/25k_zentai.pdf)によると、国公立大学前期日程の医学系の志願者は、令和７

年度入試で 15,307 名、志願倍率 4.1 倍であり、当該分野への受験生の関心が高いと推察で

きる。 

③ 競合校の入試状況分析

近隣にある東海地方（三重県、愛知県、岐阜県、静岡県）にある国立大学医学部医学科の

志願倍率をみると【資料４】、いずれの大学においても安定した志願者数を確保している。 
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④ 学生納付金等の金額設定の理由

本学部の初年度納付金は入学金 282,000円、授業料年額 535,800円の合計 817,800円であ

る。これは「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」で規定された国立大学法人の

標準額と同一であり、妥当な金額であると考える。 

（４）定員設定の理由

本学部医学科においては、卒業生、地域の医療機関、医療系教育機関、地方自治体の保健医

療関連部門、生命科学分野の研究所から、医科学分野における教育力と研究力を有し、国際的

に活躍できる人材の育成が期待されている。また、県内の自治体、県民からは、医師・看護師

不足を反映し、地域医療に直接的に貢献できる医療人の養成を期待されている。 

こういった背景を踏まえ、本学部医学科の平成 20 年度以降の入学定員は臨時及び恒久定員

増を行い、令和７年度においては 125名となっている。 

今回、令和７年度を期限とする入学定員増について延長の申請をすることにより、令和８年

度においても入学定員を 125名としたい。 
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【資料１】　就職状況（平成24年度（定員増前）、令和2年度～令和6年度）

平成24年度
(定員増前)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

103 127 113 126 133 119

97 119 112 124 127 119

53 78 69 74 85 82

6 8 1 2 6 0

　　臨床研修医

　　　うち県内での研修医

　　その他

　卒業者数

―　学生確保　7　―



【資料２】　三重大学医学部医学科入学試験実施状況（令和3年度～令和7年度）

＜合計＞

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
過去５年
平均

125 125 125 125 125 125

730 721 705 955 578 738

125 125 125 125 125 125

5.8 5.8 5.6 7.6 4.6 5.9

100% 100% 100% 100% 100% 100%

＜内訳＞
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

募集人員 10 10 10 10 10

志願者 19 13 30 23 15

入学者 1 0 0 0 2

志願倍率 1.9 1.3 3.0 2.3 1.5

募集人員 25 25 25 25 25

志願者 113 90 104 96 105

入学者 33(9) 33(11) 33(7) 36(7) 36(7)

志願倍率 4.5 3.6 4.2 3.8 4.2

募集人員 5 5 5 5 5

志願者 14 15 9 8 5

入学者 6 5 7 5 2

志願倍率 2.8 3.0 1.8 1.6 1.0

募集人員 40 40 40 40 40

志願者 146 118 143 127 125

入学者 40 38 40 41 40

志願倍率 3.7 3.0 3.6 3.2 3.1

募集人員 75 75 75 75 75

志願者 401(69) 390(56) 350(37) 599(85) 249(51)

入学者 75(5) 77(7) 75(5) 74(5) 75(14)

志願倍率 5.3 5.2 4.7 8.0 8.0

募集人員 10 10 10 10 10

志願者 183 213 212 229 204

入学者 10 10 10 10 10

志願倍率 18.3 21.3 21.2 22.9 20.4

募集人員 85 85 85 85 85

志願者 584 603 562 828 453

入学者 85 87 85 84 85

志願倍率 6.9 7.1 6.6 9.7 5.3

※1　「一般枠」は、一般枠で出願した者を示す。
※2　「地域枠A」は、一般枠においても選考の対象となる。（　）については、一般枠入学者を示す。
※3　前期日程における（　）は、三重県地域医療枠を併願した者の志願者数及び入学者数を示す。

一
般
選
抜

前期日程※3

後期日程

小計

定員充足率

学
校
推
薦
型
選
抜

一般枠
※１

地域枠A
※2

地域枠B

小計

志願倍率

入学定員

志願者

入学者
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【資料３】　三重大学医学部医学科入学者の状況（令和3年度～令和7年度）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
過去5年
平均

125 125 125 125 125 125

125 125 125 125 125 125

47 51 56 60 59 55

37.6% 40.8% 44.8% 48.0% 47.2% 43.7%

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

入学者数 10 11 7 7 9

うち県内出身者 10 11 7 7 6

入学者数 24 22 26 29 29

うち県内出身者 23 22 24 27 28

入学者数 6 5 7 5 2

うち県内出身者 3 3 7 4 2

入学者数 40 38 40 41 40

うち県内出身者 36 36 38 38 36

入学者数 85 87 85 84 85

うち県内出身者 11 15 18 22 23

※一般枠の入学者数には、地域枠Ａ出願者における一般枠での合格・入学者数を含む。

＜合計＞

一般選抜

入学定員

入学者数

うち県内出身者

県内出身者率

＜内訳＞

学
校
推
薦
型
選
抜

一般枠※

地域枠A

地域枠B

小計
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【資料４】東海地方の医学部医学科の入試倍率（一般選抜）

募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率

三重大学　医学部医学科

前期 75 350 4.7 75 599 8.0 75 249 3.3

後期 10 212 21.2 10 229 22.9 10 204 20.4

名古屋大学　医学部医学科

前期 90 250 2.8 90 268 3.0 91 265 2.9

後期 5 76 15.2 5 90 18.0 5 83 16.6

岐阜大学　医学部医学科

前期 55 593 10.8 55 202 3.7 55 156 2.8

浜松医科大学　医学部医学科

前期 75 495 6.6 75 321 4.3 75 362 4.8

後期 15 314 20.9 15 227 15.1 15 214 14.3

出典：各大学のホームページ「入学者選抜状況」より抜粋

令和７年度令和６年度令和５年度
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

― 学長
伊藤　正明
イトウ マサアキ

＜令和3年4月＞

医学博士
三重大学 学長

（令和3.4～令和9.3）

現　職
（就任年月）

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）



科目の名称
主要授
業科目

配当
年次

担当
単位数

教授会 教務委員会 その他
「その他」の
場合、会議等
の 名 称

科目の名称
主要授
業科目

配当
年次

担当
単位数

教授会 教務委員会 その他
「その他」の
場合、会議等
の 名 称

いたみの科学 1後 0.1 ○ いたみの科学 1後 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

口腔外科学 ○ 3～6通 0.1 口腔外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1 泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

精神神経科学 ○ 3～6通 0.1 精神神経科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

いたみの科学 1後 0.1 ○ いたみの科学 1後 0.1 ○

いたみのチーム医療・
集中コース

2前 0.1 いたみのチーム医療・
集中コース

2前 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

麻酔学 ○ 3～6通 0.1 麻酔学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学系研究科
教授

(平成25年10月)

医学系研究科
教授

(令和元年11月)

医学系研究科
教授

(平成19年2月)

医学部附属病院
教授

(令和2年11月)

医学部附属病院
教授

(令和3年7月)

医学系研究科
教授

(令和4年4月)

6 教授 ｶｸ ﾘｭｳｼﾞ
賀来　隆治

博士（医
学）

38.75

5 教授 ｵｸｶﾞﾜ ﾖｼﾅｶﾞ
奥川　喜永

博士（医
学）

・研究室研修
専門委員会

38.75

・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・研究室研修
専門委員会

38.75

38.75

申請に係る大
学における教
育研究に従
事する週当た
り平均時間数

申請に係る学
部等以外（他
の大学等に置
かれる学部等
を含む）の組
織での基幹教
員としての勤
務 状 況

学則変更前年度

担当授業科目
教 育 課 程 の 編 成 等 の 意 思 決 定 に
係 る 会 議 等 へ の 参 画 状 況 申請に係る大

学における教
育研究に従
事する週当た
り平均時間数

申請に係る学
部等以外（他
の大学等に置
かれる学部等
を含む）の組
織での基幹教
員としての勤
務 状 況

38.75

2 教授 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ
井上　貴博

博士（医
学）

・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

4 教授 ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ
岡本　隆二

博士（医
学）

・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

3 教授 ｵｶﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ
岡田　元宏

博士（医
学）

38.75

・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

38.75

現　職
（就任年月）

附則別記様式

（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

基　幹　教　員　の　氏　名　等
（三重大学医学部医学科）

番号 職位
フリガナ

氏名
年齢

保有
学位等

1 教授 ｱﾗｲ ﾅｵﾔ
新井　直也

博士（歯
学）

38.75

学則変更年度

備考

担当授業科目
教 育 課 程 の 編 成 等 の 意 思 決 定 に
係 る 会 議 等 へ の 参 画 状 況



新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

社会と医学 ○ 2～3通 0.4 社会と医学 ○ 2～3通 0.4

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

社会医学 ○ 3～6通 0.3 社会医学 ○ 3～6通 0.3

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ ○ ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ ○ ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

社会と医学 ○ 2～3通 0.4 社会と医学 ○ 2～3通 0.4

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

社会医学 ○ 3～6通 0.3 社会医学 ○ 3～6通 0.3

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 〇 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 〇 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1 産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
教授

(平成25年8月)

医学系研究科
教授

(令和6年2月)

医学部附属病院
教授

(令和6年1月)

医学系研究科
教授

(令和2年8月)

医学系研究科
教授

(令和元年10月)

医学系研究科
教授

(令和3年7月)

医学系研究科
教授

(令和7年1月)

38.75

38.75

10 教授 ｺﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ
小谷　泰一

博士（医
学）

・CBT専門委
員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
会議

38.75

9 教授 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
河口　浩介

博士（医
学）

38.75

38.75

38.75

12 教授 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂ
小林　哲

博士（医
学）

38.75

11 教授 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾏｻ
後藤　英仁

博士（医
学）

・基礎医学専
門委員会
・医学部入試
委員会
・医学部医学
科入試委員会
・カリキュラ
ム委員会

38.75

・CBT専門委
員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
会議

38.75

・基礎医学専
門委員会
・医学部入試
委員会
・医学部医学
科入試委員会
・カリキュラ
ム委員会

38.75

8 教授 ｶﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ
神谷　元

博士（医
学）

38.75

7 教授 ｶﾈｺ ﾄｼﾋﾛ
兼児　敏浩

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・CBT専門委
員会

38.75 ・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・CBT専門委
員会

38.75

13 教授 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ
近藤　英司

博士（医
学）

38.75



チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

眼科学 ○ 3～6通 0.1 眼科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7 生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

検査医学 ○ 3～6通 0.5 検査医学 ○ 3～6通 0.5

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

救急災害医学 ○ 3～6通 0.1 救急災害医学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ ○ ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ ○ ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1 脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学A ○ 1前 2 ○ ○ 分子生命体科学A ○ 1前 2 ○ ○

分子生命体科学B ○ 1後 2 分子生命体科学B ○ 1後 2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 分子生命体科学 ○ 1通 0.1

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

医学系研究科
教授

(平成23年8月)

医学系研究科
教授

(平成23年7月)

医学系研究科
教授

(令和4年7月)

・研究室研修
専門委員会
・CBT専門委
員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・医学部医学
科入試委員会
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

・基礎医学教
育専門委員会

38.75

19 教授 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ
鈴木　秀謙

博士（医
学）

・医学部医学
科入試委員会
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

20 教授 ﾀｹﾓﾄ ｷﾜﾑ
竹本　研

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会

38.75

医学部附属病院
教授

(令和5年6月)

医学系研究科
教授

(平成24年7月)

医学系研究科
教授

(令和2年4月)

18 教授 ｽｽﾞｷ ｹｲ
鈴木　圭

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

16 教授 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ
新堂　晃大

博士（医
学）

・研究室研修
専門委員会
・CBT専門委
員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

17 教授 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｼ
杉本　和史

博士（医
学）

・卒業試験専
門委員会

38.75医学部附属病院
教授

(令和6年8月)

15 教授 ｼﾏｵｶ ﾓﾄﾑ
島岡　要

博士（医
学）

38.75

14 教授 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾈｵ
近藤　峰生

博士（医
学）

38.75 38.75

38.75



医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ ○

いたみのチーム医療・
集中コース

2前 0.1 いたみのチーム医療・
集中コース

2前 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学系研究科
教授

(令和2年7月)

医学系研究科
教授

(令和3年8月)

・共通教育専
門委員会
・チュートリ
アル教育専門
委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会

38.75

・研究室研修
専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

医学系研究科
教授

(令和2年7月)

医学系研究科
教授

(令和2年8月)

27 教授 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ
中川　勇人

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

・共通教育専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75

24 教授 ﾀﾜﾗ ｲｻｵ
俵　功

博士（医
学）

・研究室研修
専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

23 教授 ﾀﾏﾙ ｻﾄｼ
田丸　智巳

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会

38.75

みえの未来図共創
機構
教授

(令和6年4月)

医学部附属病院
教授

(平成31年4月)

26 教授 ﾄﾞﾋ ｶｵﾙ
土肥　薫

博士（医
学）

・共通教育専
門委員会

38.75

25 教授 ﾄｲﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
問山　裕二

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

22 教授 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ
田辺　正樹

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

21 教授 ﾀｼﾛ　ﾔｽﾗ
太城　康良

博士（理
学）

・共通教育専
門委員会
・チュートリ
アル教育専門
委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員会

38.75高等教育デザイ
ン・推進機構

教授
(令和4年4月)



チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ 〇

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 ○ ○ 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

形成外科学 ○ 3～6通 0.2 形成外科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ ○ ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ ○ ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7 生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7 生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

整形外科学 ○ 3～6通 0.1 整形外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ ○

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

医学系研究科
教授

(令和6年10月)

38.75

・医学部医学
科入試委員会
・カリキュラ
ム評価委員会

38.7534 教授 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽｺ
坂東　泰子

博士（医
学）

・医学部医学
科入試委員会
・カリキュラ
ム評価委員会

38.75

33 教授 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ
長谷川　正裕

博士（医
学）

38.75

38.75

医学系研究科
教授

(令和5年4月)

32 教授 ﾉｻｶ ﾃﾂﾔ
野阪　哲哉

博士（医
学）

38.75

31 教授 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ
西村　有平

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・研究室研修
専門委員会
・CBT専門委
員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター運営委員
会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員医会

38.75

・基礎医学教
育専門委員会
・研究室研修
専門委員会
・CBT専門委
員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター運営委員
会

38.75

医学系研究科
教授

(平成29年4月)

医学系研究科
教授

(平成29年2月)

医学系研究科
教授

(平成18年12月)

30 教授 ﾅﾙｼﾏ ﾐﾂﾅｶﾞ
成島　三長

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター管理運営
委員医会

38.75

29 教授 ﾅﾘﾀ ﾏｻｱｷ
成田　正明

博士（医
学）

・研究室研修
専門委員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・医学部医科
学入試委員会

38.75

・研究室研修
専門委員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

医学部附属病院
教授

(平成29年9月)

医学系研究科
教授

(平成18年2月)

28 教授 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｺ
中島　亜矢子

博士（医
学）

・医学部医科
学入試委員会

38.75



チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ ○

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

いたみの科学 1後 0.1 いたみの科学 1後 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ ○

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

皮膚科学 ○ 3～6通 0.1 皮膚科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・地域医療教
育委員会

38.75

・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター運営委員
会

38.75

・カリキュラ
ム評価委員会
・地域医療教
育委員会

38.75

38.75

38.75

・基礎医学教
育専門委員会
・CBT専門委
員会
・医学・看護
学教育セン
ター運営委員
会

41 教授 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ
山本　憲彦

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・地域医療教
育委員会

38.75医学部附属病院
教授

(令和3年4月)

40 教授 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁ
山中　恵一

博士（医
学）

38.75

39 教授 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ
山崎　英俊

博士（歯
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・CBT専門委
員会
・医学・看護
学教育セン
ター運営委員
会

38.75 38.75

38.75

36 教授 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｹﾝ
堀端　謙

博士（医
学）

・カリキュラ
ム評価委員会
・地域医療教
育委員会

38.75

38 教授 ﾓﾓｻｷ ﾘｮｳ
百崎　良

博士（医
学）

医学部
教授

（令和5年4月）

医学系研究科
教授

(令和元年11月)

医学部附属病院
教授

(令和2年3月)

医学系研究科
教授

(平成18年2月)

医学系研究科
教授

(平成30年2月)

38.75

37 教授 ﾐｽﾞﾉ ｼﾕｳｺﾞ
水野　修吾

博士（医
学）

38.75

35 教授 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ
平山　雅浩

博士（医
学）

・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター運営委員
会

38.75医学系研究科
教授

(平成28年1月)



医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

眼科学 ○ 3～6通 0.1 眼科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

放射線医学 ○ 3～6通 0.1 放射線医学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7 生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
准教授

(令和6年6月)

医学系研究科
准教授

(平成31年2月)

医学系研究科
准教授

(平成28年10月)

医学部附属病院
准教授

(令和3年2月)

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・CBT専門委
員会

・CBT専門委
員会

38.75

・基礎医学教
育専門委員会

38.75

・基礎医学教
育専門委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.7549 准教授 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ
加藤　秀雄

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・卒業試験専
門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・地域医療教
育委員会

38.75

ｲｹｽｷﾞ ｹﾝｺﾞ
生杉　謙吾

博士（医
学）

・卒業試験専
門委員会

38.75

48 准教授 ｶｻﾊﾗ ｺｳｽｹ
笠原　広介

博士（医
薬学）

・基礎医学教
育専門委員会

38.75

47 准教授 ｵﾉ ﾘﾖｳｲﾁ
小埜　良一

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会

38.75

43 准教授 ｱﾘﾇﾏ ﾖｼﾕｷ
有沼　良幸

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

46 准教授 ｲﾄｳ ﾋｻﾄ
伊藤　久人

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

38.75

45 38.75准教授 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾀｶ
市川　泰孝

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

38.75

44 准教授

42 教授 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ
若林　英樹

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・卒業試験専
門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・地域医療教
育委員会

38.75医学部
教授

（令和元年11月）

医学部附属病院
准教授

(令和6年4月)

医学系研究科
准教授

(平成31年4月)

医学部附属病院
准教授

(平成31年1月)



新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

社会と医学 ○ 2～3通 0.4 社会と医学 ○ 2～3通 0.4

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

社会医学 ○ 3～6通 0.3 社会医学 ○ 3～6通 0.3

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

救急災害医学 ○ 3～6通 0.1 救急災害医学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

耳鼻咽喉科学 ○ 3～6通 0.1 耳鼻咽喉科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○

生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7 生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学系研究科
准教授

(平成23年9月)

医学系研究科
准教授

(令和元年7月)

医学系研究科
准教授

（令和6年4月）

医学系研究科
准教授

(平成30年12月)

38.75

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・研究室研修
専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・CBT専門委
員会

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・CBT専門委
員会

准教授 ｶﾜﾓﾄ ｴｲｼﾞ
川本　英嗣

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・基礎医学教
育専門委員会

54 准教授 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ
杦本　由香

博士（医
学）

・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

56 准教授 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ
豊田　秀実

博士（医
学）

38.75博士（理
学）

・基礎医学教
育専門委員会

52 准教授 ｸﾘﾔﾏ ﾅｵﾋｻ
栗山　直久

博士（医
学）

・研究室研修
専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

医学系研究科
准教授

(令和6年4月)

医学部附属病院
准教授

(令和5年7月)

医学系研究科
准教授

(令和3年7月)

38.75

55 准教授 ﾄﾀﾞ ﾏｻｱｷ
戸田　雅昭

38.75

53 准教授 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ
小林　正佳

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

50 准教授 ｶﾅｲ ﾐｽﾞｴ
金井　瑞恵

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

51



分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ ○

早期海外医学体験実習 1～5通 0.1 早期海外医学体験実習 1～5通 0.1

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 ○ ○ 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 ○ ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

眼科学 ○ 3～6通 0.1 眼科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

社会と医学 ○ 2～3通 0.4 社会と医学 ○ 2～3通 0.4

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

社会医学 ○ 3～6通 0.3 社会医学 ○ 3～6通 0.3

医学系研究科
准教授

(令和3年11月)

医学系研究科
准教授

(令和4年7月)

医学部附属病院
講師

(令和6年4月)

医学系研究科
講師

(平成25年1月)

医学部附属病院
講師

(令和5年7月)

医学部附属病院
講師

(平成23年11月)

医学系研究科
講師

(平成31年4月)

・基礎医学教
育専門委員会
・カリキュラ
ム委員会

38.75

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・基礎医学教
育専門委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学部入試
委員会
・医学部医学
科入試委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター 管理運
営委員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・共通教育専
門委員会
・基礎医学教
育専門委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・技能教育･
OSCE専門委員
会
・医学部医学
科入試委員会

38.75

ｺﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞ
小塚　祐司

63 講師 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾀｽ
小林　果

・卒業試験専
門委員会

38.75

・基礎医学教
育専門委員会
・卒業試験専
門委員会
・カリキュラ
ム評価委員会

61 講師 ｶﾄｳ ｸﾐｺ
加藤　久美子

博士（医
学）

・技能教育･
OSCE専門委員
会
・医学部医学
科入試委員会

38.75

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・卒業試験専
門委員会
・カリキュラ
ム評価委員会

38.75

60 講師 ｵｵｶﾜﾗ ﾀｹｼ
大河原　剛

62 講師 博士（医
学）

・卒業試験専
門委員会

38.75

38.75

58 准教授 ﾖｼﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ
吉山　繁幸

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・基礎医学教
育専門委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学部入試
委員会
・医学部医学
科入試委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング
・医学・看護
学教育セン
ター 管理運
営委員会

38.75

59 講師 ｱｻｲ ﾕｳｷ
朝居　祐貴

博士（薬
学）

・卒業試験専
門委員会

博士（理
学）

・共通教育専
門委員会
・基礎医学教
育専門委員会
・カリキュラ
ム委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

38.75

57 准教授 ﾋﾛｶﾜ ﾖｼﾌﾐ
広川　佳史

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・カリキュラ
ム委員会

38.75



新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

麻酔学 ○ 3～6通 0.1 麻酔学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1 泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

口腔外科学 ○ 3～6通 0.1 口腔外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

検査医学 ○ 3～6通 0.5 検査医学 ○ 3～6通 0.5

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

整形外科学 ○ 3～6通 0.1 整形外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
講師

(令和7年4月)

医学系研究科
講師

(平成30年8月)

医学部附属病院
講師

(令和3年12月)

医学部附属病院
講師

(令和5年1月)

医学部附属病院
講師

(令和2年4月)

医学部附属病院
講師

(令和3年4月)

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・CBT専門委
員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

38.75

38.75

70 講師 ﾅｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ
内藤　陽平

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

68 講師 ｽｷﾞｳﾗ ｴﾐﾖ
杉浦　英美喜

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

ﾀﾈﾑﾗ ｱｷﾋﾛ
種村　彰洋

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

医学部附属病院
講師

(令和7年4月)

64 講師 ｻｲﾄｳ ｶﾅｺ
齋藤　佳菜子

博士（医
学）

38.75

66 講師 ｻｻｷ ﾀｹｼ
佐々木　豪

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

67 講師 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾐ
清水　香澄

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

65 講師 ｻｶｸﾗ ﾖｳｽｹ
坂倉　庸介

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

69 講師



分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9 生体の構造と機能 ○ 2～3通 0.9

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

精神神経科学 ○ 3～6通 0.1 精神神経科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

精神神経科学 ○ 3～6通 0.1 精神神経科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
講師

(令和3年3月)

医学部附属病院
講師

(令和7年4月)

医学系研究科
講師

(令和3年11月)

医学部附属病院
講師

(平成31年4月)

医学部
講師

（平成23年4月）

医学部附属病院
講師

(令和3年11月)

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・基礎医学教
育専門委員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

38.75

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾕｳｽｹ
松本　龍介

75 講師 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ
宮﨑　香奈

博士（医
学）

博士（医
学）

72 講師 ﾌｸﾔﾏ ｺｳｼﾞ
福山　孝治

博士（医
学）

73 講師 ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾋﾛ
藤井　武宏

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

医学系研究科
講師

(令和3年6月)

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.7574 講師

77 講師 ﾓﾁｷ ｲｸﾖ
望木　郁代

修士（文
学）

・共通教育専
門委員会
・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

76 講師 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ
村田　智博

博士（医
学）

・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・共通教育専
門委員会
・行動科学･
社会医学教育
専門委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

71 講師 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾖｳﾀﾛｳ
橋詰　令太郎

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・医学部医学
科入試委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75



新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○ 分子生命体科学 ○ 1通 0.1 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7 生体防御の分子基盤 ○ 2通 0.7

分子医学実習 ○ 2後 0.1 分子医学実習 ○ 2後 0.1

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

皮膚科学 ○ 3～6通 0.1 皮膚科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

救急災害医学 ○ 3～6通 0.1 救急災害医学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

社会と医学 ○ 2～3通 0.4 社会と医学 ○ 2～3通 0.4

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

社会医学 ○ 3～6通 0.3 社会医学 ○ 3～6通 0.3

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
講師

(令和5年11月)

医学系研究科
助教

(平成29年4月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和2年3月)

医学系研究科
助教

(平成28年5月)

医学部
助教

(令和2年10月)

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・基礎医学教
育専門委員会
・カリキュラ
ム委員会

38.75

・CBT専門委
員会

79 助教 ｱﾛﾝｺﾞﾜ
阿栄高娃

博士（薬
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・カリキュラ
ム委員会

38.75

78 講師 ﾔｽﾏ ﾀﾛｳ
安間　太郎

・CBT専門委
員会

38.7580 助教 ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ
飯田　祥平

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.7583 助教 ｲｼﾔﾏ ﾏｻｷ
石山　将希

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

82 助教 ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾊ
池田　若葉

博士（医
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

81 助教 ｲｹｼﾞﾘ ｶｵﾙ
池尻　薫

学士 ・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

博士（医
学）

・CBT専門委
員会
・卒業試験専
門委員会

38.75 ・CBT専門委
員会
・卒業試験専
門委員会

38.75



医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学系研究科
助教

(令和2年4月)

医学系研究科
助教

(令和7年4月)

医学部附属病院
助教

(令和3年6月)

医学部附属病院
助教

(令和3年10月)

医学部附属病院
助教

(令和4年4月)

医学部附属病院
助教

(平成25年10月)

・CBT専門委
員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・CBT専門委
員会
・技能教育・
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

87 助教 ｳﾗﾀﾆ ﾘｮｳ
浦谷　亮

博士（医
学）

・CBT専門委
員会
・技能教育・
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

86 助教 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｶﾔ
宇都宮　貴哉

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75 ・技能教育･
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

医学部
助教

(令和4年4月)

88 助教 ｵｶﾉ ﾄﾓﾋﾄ
岡野　智仁

博士（医
学）

・CBT専門委
員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

90 助教 ｵｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾄ
荻原　義人

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

89 助教 ｵｶﾉ ﾕｳｺ
岡野　優子

84 助教 ｲﾁｶﾜ ｼﾕｳﾍｲ
市川　周平

修士（情
報学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・地域医療教
育委員会

38.75 38.75

85 助教 ｲﾏｵｶ ﾋﾛｷ
今岡　裕基

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会

38.75 ・チュートリ
アル教育専門
委員会
・CBT専門委
員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・地域医療教
育委員会



新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1 産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

いたみの科学 1後 0.1 ○ いたみの科学 1後 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

麻酔学 ○ 3～6通 0.1 麻酔学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1 脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

・技能教育･
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・地域医療教
育委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・地域医療教
育委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

医学部附属病院
助教

(令和2年10月)

医学部
助教

(令和7年4月)

医学部附属病院
助教

(令和6年4月)

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ
小野　大輔

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・地域医療教
育委員会

38.75

97 助教 ｶﾅﾏﾙ ﾋﾃﾞｷ
金丸　英樹

博士（医
学）

96 助教 ｶﾄｳ ﾕｳｷ
加藤　佑基

学士

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

医学部附属病院
助教

(令和4年4月)

92 助教 ｵｸﾞﾗ ｽｸﾞﾙ
小倉　英

学士

91 助教 ｵｸﾑﾗ ｱｽﾐ
奥村　亜純

博士（医
学）

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

医学部附属病院
助教

(令和6年4月)

医学部附属病院
助教

(平成28年4月)

95 助教 ｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ
香川　芳彦

94 助教 ｵﾉ ﾘｮｳｽｹ
小野　亮佑

学士 ・地域医療教
育委員会

38.75

93 助教

医学部
助教

(令和5年4月)

・卒業試験専
門委員会

38.75 ・卒業試験専
門委員会

38.75



チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

放射線医学 ○ 3～6通 0.1 放射線医学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1 産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

耳鼻咽喉科学 ○ 3～6通 0.1 耳鼻咽喉科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1 脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・CBT専門委
員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75 38.75博士（医
学）

医学部附属病院
助教

(令和元年5月)

医学部附属病院
助教

(令和3年4月)

医学部附属病院
助教

(令和7年1月)

医学部附属病院
助教

(平成29年6月)

医学部附属病院
助教

(令和6年4月)

医学部附属病院
助教

(平成23年9月)

医学部附属病院
助教

(令和6年4月)

38.75

101

100 助教 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾙﾋｻ
川口　瑛久

学士

98 助教 ｶﾆｲ ﾖｼﾉﾘ
蟹井　善統

学士 ・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

助教 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾁｺ
金田　倫子

・卒業試験専
門委員会

38.75

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

38.75

103 助教 ｷﾀﾉ ﾏｻｺ
北野　雅子

学士 ・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

104 助教 ｷﾀﾉ ﾖｳﾀﾛｳ
北野　詳太郎

102 助教 ｷﾀﾉ ﾃﾂｼﾞ
北野　哲司

博士（医
学）

・卒業試験専
門委員会

助教 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾄ
北嶋　貴仁

博士（医
学）

・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

99



チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

皮膚科学 ○ 3～6通 0.1 皮膚科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

口腔外科学 ○ 3～6通 0.1 口腔外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

耳鼻咽喉科学 ○ 3～6通 0.1 耳鼻咽喉科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
助教

(令和4年10月)

医学部附属病院
助教

(令和2年10月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和2年4月)

38.75

38.75

・CBT専門委
員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

107 助教 ｻｲｷ ﾊﾙｺ
齋木　晴子

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

111 助教 ｼｹﾞﾌｸ ﾘｭｳﾀ
重福　隆太

博士（医
学）

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・CBT専門委
員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

ｻｶｲﾀﾞ ﾋﾛｼ
坂井田　寛

学士 ・卒業試験専
門委員会

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

卒業試験専門
委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

・技能教育･
OSCE専門委員
会

105 助教 ｷﾞﾖｳﾌﾞ ﾏｻｱｷ
刑部　全晃

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

卒業試験専門
委員会

38.75

医学部附属病院
助教

(平成30年4月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和4年1月)

106 助教 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾞｸ
小泉　岳

学士

110 助教 ｼｵﾀﾆ ﾀｸﾔ
塩谷　拓也

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

109 助教

108 助教 ｻｲｷ ﾘｮｳｽｹ
齋木　良介

学士



新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1 泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

社会と医学 ○ 2～3通 0.4 社会と医学 ○ 2～3通 0.4

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

社会医学 ○ 3～6通 0.3 社会医学 ○ 3～6通 0.3

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1 産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

整形外科学 ○ 3～6通 0.1 整形外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
助教

(令和6年11月)

医学部附属病院
助教

(令和6年5月)

医学系研究科
助教

(平成31年2月)

・CBT専門委
員会

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・卒業試験専
門委員

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育・
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

113 助教 ｽｷﾞﾉ ﾕｳｽｹ
杉野　友亮

学士

114 助教

118 助教

医学部附属病院
助教

(令和3年2月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和3年11月)

医学部附属病院
助教

(令和6年7月)

医学部附属病院
助教

(令和元年7月)

ﾄﾉ ﾔｽﾀｶ
戸野　泰孝

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

116 助教 ﾀｹｶﾞﾐ ﾉﾘﾋｺ
竹上　徳彦

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育・
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

112 助教 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ
清水　昭雄

博士（医
学）

115 助教 ﾀｶｸﾗ ｼｮｳ
高倉　翔

博士（医
学）

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・卒業試験専
門委員

38.75

ｾｷｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾋｻ
関島　秀久

博士（薬
学）

・基礎医学教
育専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

38.75・CBT専門委
員会

117 助教 ﾀｹｼﾀ ｱﾂﾛｳ
竹下　敦郎

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75ﾂｷﾓﾄ ﾓﾈ
着本　望音

学士

119 助教 38.75

38.75

・基礎医学教
育専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75



新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

口腔外科学 ○ 3～6通 0.1 口腔外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 1通 0.1 研究室研修 ○ 1通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部
助教

(令和7年4月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和4年4月)

医学部附属病院
助教

(令和7年4月)

・卒業試験専
門委員会

38.75

・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・地域医療教
育委員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

124 助教 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾃﾞ
中村　彰秀

学士 ・卒業試験専
門委員会

38.75

・技能教育・
OSCE専門委員
会

38.75126 ・技能教育・
OSCE専門委員
会

38.75

125 助教 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ
中村　直子

学士 ・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

120 助教 ﾄﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ
鳥羽　修平

博士（医
学）

・卒業試験専
門委員会

38.75

122 助教 ﾅｶﾞﾀ ｺｺﾛ
永田　心

学士 ・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

医学部附属病院
助教

(平成29年7月)

医学部附属病院
助教

(令和3年4月)

医学部附属病院
助教

(平成31年4月)

123 助教 ﾅｶﾈ ｹｲﾀ
中根　慶太

学士 ・地域医療教
育委員会

38.75

助教 ﾆｼｵｶ ﾐｷｺ
西岡　美喜子

学士

121 助教 ﾄﾏﾙ ｱﾂｼ
都丸　敦史

博士（医
学）

・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75



新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1 泌尿器科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1 脳神経外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

小児科学 ○ 3～6通 0.2 ○ 小児科学 ○ 3～6通 0.2 ○

放射線医学 ○ 3～6通 0.1 放射線医学 ○ 3～6通 0.1

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和3年4月)

医学部附属病院
助教

(平成30年4月)

医学部附属病院
助教

(令和7年4月)

医学部附属病院
助教

(令和6年3月)

医学部附属病院
助教

(令和5年6月)

医学部附属病院
助教

(令和6年4月)

・CBT専門委
員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・地域医療教
育委員会

38.75

・CBT専門委
員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

131 助教 ﾉﾛ ｱﾔ
野呂　綾

博士（医
学）

133 助教 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ
東川　貴俊

博士（医
学）

・卒業試験専
門委員会

38.75

132 助教 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓｷ
服部　共樹

博士（医
学）

127

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75128 助教 ﾆｼｶﾜ ﾀｹﾄﾓ
西川　武友

学士

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75 ・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75修士（工
学）

134 助教 ﾋﾋﾞ ﾄｵﾙ
日比　亨

学士 ・チュートリ
アル教育専門
委員会
・地域医療教
育委員会

38.75

ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ
西川　拓文

博士（医
学）

・CBT専門委
員会

38.75

130 助教 ﾆｼﾊﾏ ｺｳﾀ
西濵　康太

博士（医
学）

・CBT専門委
員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

129 助教

・卒業試験専
門委員会

38.75

助教 ﾆｼｶﾞｷ ｱｷｻﾄ
西垣　明哲

・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75



新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

研究室研修 ○ 3～4通 0.2 研究室研修 ○ 3～4通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

形成外科学 ○ 3～6通 0.2 形成外科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

放射線医学 ○ 3～6通 0.1 放射線医学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○ チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 ○

皮膚科学 ○ 3～6通 0.1 皮膚科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部附属病院
助教

(令和2年1月)

医学部附属病院
助教

(令和5年4月)

医学部附属病院
助教

(令和3年4月)

医学部
助教

(令和2年10月)

医学系研究科
助教

(令和4年10月)

・技能教育・
OSCE専門委員
会

38.75

・技能教育・
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・技能教育・
OSCE専門委員
会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

139 助教

・卒業試験専
門委員会

38.75

141 助教 ﾓﾘｵ ｸﾆﾏｻ
森尾　邦正

医学部附属病院
助教

(令和7年4月)

医学部
助教

(平成22年4月)

助教 ﾐﾜﾀ ﾃﾂﾛｳ
三輪田　哲郎

学士

修士（産
業関係
学）

・カリキュラ
ム評価委員会
・医学教育分
野別評価ワー
キング

38.75

138 助教 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾘﾀｶ
松下　成孝

学士 ・技能教育・
OSCE専門委員
会

38.75

137 助教 ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾍｲ
松下　航平

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育･
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝﾄ
水谷　健人

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会
・卒業試験専
門委員会

38.75

140

136 助教 ﾎｿﾐ ｹﾝﾄ
細見　謙登

学士 ・技能教育・
OSCE専門委員
会
・卒業試験専
門委員会

38.75

・技能教育・
OSCE専門委員
会

38.75135 助教 ﾍﾞｯｼｮ ｻｷ
別所　早紀

学士



チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1 産科婦人科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1 外科学・胸部外科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○ 医療と社会 ○ 1～2通 0.8 ○

新医学専攻コース 1～6通 0.1 新医学専攻コース 1～6通 0.1

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇 新医学専攻コース 1～6通 0.1 〇

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部
助教

(平成21年8月)

医学部附属病院
助教

(令和3年5月)

医学部附属病院
助教

(令和7年4月)

・卒業試験専
門委員会

・卒業試験専
門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育・
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・カリキュラ
ム委員会

38.75

・地域医療教
育委員会

38.75

38.75

144 助教 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ
矢嶋　秀彬

38.75

・卒業試験専
門委員会

38.75

145 助教 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾚﾅ
山門　玲菜

博士（医
学）

142 助教 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ
森本　真理

学士 医学部
助教

(令和3年10月)

医学部附属病院
助教

(平成30年4月)

医学部附属病院
助教

(令和6年5月)

医学部附属病院
助教

(令和6年10月)

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・技能教育・
OSCE専門委員
会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

博士（医
学）

・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

学士

・卒業試験専
門委員会

38.75148 助教 ﾔﾏﾜｷ ﾏｻﾋﾛ
山脇　正裕

学士

147 助教 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ
山本　貴之

博士（医
学）

・地域医療教
育委員会

38.75

146 助教 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ
山下　芳樹

学士 ・カリキュラ
ム委員会

38.75

143 助教 ﾓﾘﾜｷ ｹｲｼ
森脇　啓至



新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1 内科学・神経内科学・
薬剤学

○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

研究室研修 ○ 1通 0.1 ○ 研究室研修 ○ 1通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1 基本的臨床技能教育 ○ 4通 0.1

小児科学 ○ 3～6通 0.2 小児科学 ○ 3～6通 0.2

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 〇

眼科学 ○ 3～6通 0.1 眼科学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○ 新医学専攻コース 1～6通 0.1 ○

チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1 チュートリアル教育 ○ 3～4通 0.1

家庭医療学 ○ 3～6通 0.1 家庭医療学 ○ 3～6通 0.1

臨床実習 ○ 4～6通 0.2 臨床実習 ○ 4～6通 0.2

医学部
助教

(令和3年10月)

医学部附属病院
助教

(平成30年7月)

医学部附属病院
助教

(令和5年9月)

医学部
助教

(平成28年4月)

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

38.75

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

・地域医療教
育委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会
・クリニカル
クラークシッ
プ専門委員会

38.75

・チュートリ
アル教育専門
委員会

152 助教 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
和田　健治

学士 ・地域医療教
育委員会

38.75

150 助教 ﾖﾈｶﾜ ﾀｶﾋﾛ
米川　貴博

博士（医
学）

・技能教育･
OSCE専門委員
会

38.75

149 助教 ﾖｼｶﾜ ｷｮｳｺ
吉川　恭子

学士 ・チュートリ
アル教育専門
委員会

38.75

151 助教 ﾖﾈｶﾜ ﾕｶ
米川　由賀

学士



令和７年度 第１回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要 

日 時 令和７年４月２３日（水）１４時３０分～１４時５０分 

場 所 事務局２階 大会議室 

【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】 

出席者 伊藤学長 

金子、湯浅、佐久間 各理事 

欠席者 西岡、田中 各理事 

陪席者 中津、小川 各監事 

小林、冨樫、柿沼、織田島 各副理事 

企画総務部長 

財務部長 

企画総務部総務チーム 

Ⅰ．審議事項 

１． 三重県立熊野青藍高等学校、三重県立尾鷲高等学校、三重県立木本高等学校及び三重県立紀

南高等学校との間における連携公開授業に関する覚書の締結について 

 湯浅理事から、「資料：審－１」に基づき、三重県立熊野青藍高等学校、三重県立尾鷲高

等学校、三重県立木本高等学校及び三重県立紀南高等学校との間における連携公開授業に関

する覚書の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

２． 令和８年度の医学部臨時定員増について 

 上原企画総務部長から、「資料：審－２」に基づき、令和８年度の医学部臨時定員増につ

いて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

３． 国立大学法人三重大学、東映株式会社、楽天グループ株式会社との産学連携に関する協定の

締結について 

 金子理事から、「資料：審－３」に基づき、国立大学法人三重大学、東映株式会社、楽天

グループ株式会社との産学連携に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案

どおり承認された。 

４． 経営協議会学外委員について 

 伊藤学長から、「資料：審－４」に基づき、経営協議会学外委員について説明があり、審

議の結果、原案どおり承認された。 

５． 国立大学法人三重大学職員採用等規程の一部改正について 

 織田島副理事から、「資料：審－５」に基づき、国立大学法人三重大学職員採用等規程の

一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

６． 大学教員の採用等協議について 

 上原企画総務部長から、「資料：審－６」に基づき、大学教員の採用等協議について説明

があり、審議の結果、原案どおり承認された。また、学長から、連番４について例外的に人

事協議会に付議することの提案があった。 

―　意志決定を証する書類　1　―

三重大学 企画戦略
ハイライト表示



７． 大学教員の採用等について 

 上原企画総務部長から、「資料：審－７」に基づき、大学教員の採用等について説明があ

り、審議の結果、原案どおり承認された。 

８． その他 

なし 

Ⅱ．報告事項 

１． 医学部附属病院監査委員会報告について 

佐久間理事から、「資料：報－１」に基づき、医学部附属病院監査委員会の報告があった。 

２． 第４期中期計画の変更認可について 

 織田島副理事から、「資料：報－２」に基づき、第４期中期計画変更の認可があったこと

が報告された。 

３． 経営IRの月次報告について（令和７年４月報告分） 

 織田島副理事から、「資料：報－３」に基づき、経営IRの令和６年度実績について報告が

あった。 

４． 医学部附属病院の稼働実績と収支報告について 

 佐久間理事から、「資料：報－４」に基づき、医学部附属病院の稼働実績と収支報告につ

いて報告があった。 

５． その他 

なし 

以上 

―　意志決定を証する書類　2　―
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